
午前１０時２７分 開議

○議長（巴里英一君） おはようございます。ただいまから平成１０年第１回

泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定数に達しておりますので、

会議は適法に成立いたしました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、

会 議 規 則 第 ８ ０ 条 の 規 定 に よ り 、 議 長 に お い て ７ 番 東 重 弘 君 、 ９ 番

奥和田好吉君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質問を議題とし、順次質問

を許可いたします。

まず初めに、１４番 林 治君の質問を許可いたします。林君。

○１４番（林 治君） おはようございます。日本共産党の林でございます。

９８年第１回定例会に当たりまして、市政上の当面する幾つかの問題につ

きまして、質問通告に基づいて質問いたします。

大綱第１、市の入札制度に関する問題であります。

昨年は、９７年度の同和住宅、老人向け住宅の契約問題で、議会への提

案は二度にわたって、談合を誘発、醸成させる市の対応への批判から、議

会ではこれを否決やまた廃案にしてまいりました。さらに、２月２５日か

ら問題となった議員間の贈収賄事件の真っ最中の７月に、市公共下水道工

事の入札問題で談合疑惑が報道され、市政についての市民の不信が高まり、

市政を厳しくただしてほしいという声が、市民からの怒りと批判の厳しい

声が私のところへも多数寄せられました。

まず、市長に談合など不正について許さないという断固たる姿勢で臨ま

れるお気持ちがあるのかどうか、冒頭にこれをお尋ねしておきたいと思い

ます。

昨年１２月の定例会で、建設大臣の諮問機関である中央建設業審議会が

入札後の予定価格の公表を建議する、これはもう時代の流れだということ

を私は指摘いたしまして、談合が幾たびとなく問題とされてきた泉南市と

して、せめて予定価格の事後公表に踏み切るよう、これを求めてまいりま

したが、予定価格の事後公表について新年度予算の執行から、いわゆる４

月１日から実施するのかどうか。事後の場合、当然直ちにしないと意味が
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ありませんが、その点確認をしておきたいと思います。

また、談合疑惑の持たれた入札については、業者から誓約書を取るだけ

で一件落着とせず、その場合には予定価格、いわゆる上限価格も下限価格

もきちっと議会と市民にこれを公表する。市長がほんとに不正を許さない

という、疑惑は徹底的にこれをただすという立場に立つなら、明確にこの

問題についての態度を表明すべきだと思いますが、どうでしょうか。お答

えをいただきたいと思います。

入札問題の具体的な第２点として、入札に参加させる指名業者の選考に

ついてお尋ねをいたします。手持ち工事がある業者には基本的には参加さ

せない、公正、公平を期するためにということになっていることについて、

平成８年５月８日施行の工事請負入札事務処理要領について、改めてこれ

はそのままで生きているのかどうか、確認をしておきたい。

第３点目は、昨年１２月談合通報のあったことをお尋ねしたときに、９

－２１工区についての報告をこの本会議場で受けました。もうそれ以外に

なかったのかどうか、改めてお尋ねをしておきます。

第４点目は、９－９工区の場合、これは岡田における公共下水道の工事

でありますが、この場合、全部不調になりました。第１回目、全部不調に

なったときになぜ業者を変えなかったのか。第１回目の談合情報どおり、

業者も金額もそれも談合情報どおりであった。しかも、第１位でそのまま

第２回目を入札したときに、第１回目と同様の１位の業者がそのまま落札

をいたしました。まさに絵にかいたとおりの入札ではありませんか。だれ

もが疑問を、また疑惑を持って当たり前ではないかと私は思います。市の

方に何らやましいことがないというんであれば、これも上限・下限価格の

公表をきちっときょうやっていただきたい、そのことを求めます。

第５点目は、昨年１億円以上の工事をした業者を市長は表彰したようで

ありますが、これは何のために表彰したのか。年度別業者名について、こ

れを示していただきたいと思います。

大綱第２、市の同和行政についてであります。

昨年３月をもって国の地対財特法の期限が終了いたしました。同和行政

の終結は、今や全国的な歴史的な流れであります。市としても、同和行政、

同和教育を終結し、同和地区のいわゆる地区指定の廃止を一日も早くする

ことが、２１世紀に差別を持ち越さず、差別をなくすための緊要なことで
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はないでしょうか。市長の見解を問うものであります。

大綱第３の墓地問題であります。

樽井墓地について、地元樽井地区は区長を初め区役員の皆さん、関係者

の皆さんの御努力で改修工事が進みまして、問題は火葬場であります。速

やかな移転が望まれています。この樽井にある火葬場の建設年月日からも、

炉の耐用や機械設備の機能、焼却能力等から見てどうなのかということを

お尋ねをしておきたいと思います。

第２点目は、鳴滝地区と市場大発団地など、民間墓地建設予定地周辺の

住民の皆さんは、毎日毎日、今不安な気持ちで生活をされています。市長

にお尋ねしたいことは１点、同和行政を進めてきた市長として、市の同和

事業が同和地区の環境改善のために進めてきたのであれば、その趣旨に反

する地域の環境を悪化させると、地域の住民が暮らしの不安をもたらすと

反対してきたこの市民の声にこたえて、この民間墓地の建設は、これまで

進めてきた市の同和対策事業に反するものだということについて、市長は

明快な態度を表明すべきではありませんか。市長は、このことについてお

答えをいただきたいと思います。

大綱第４の市営住宅に関する問題であります。

私はかつて、市のこれまでの住宅政策は、ずさんででたらめであったと

いうことを指摘しましたが、問題は向井市長がこれにどう対応するかが問

われていることを提起しました。

第１点目は、同和住宅についてであります。２棟の老人向け住宅が建設

されましたが、その入居については現在どのような状況になってるのか、

まず初めにお答えをいただきたいと思います。

第２点目は、一般市営住宅の払い下げ問題です。昨年の１２月定例会で

市長は私の質問に答えて、お互い円満解決をする、共同で知恵を出し合っ

て、あるいは提案をし合って円満解決をするという立場を表明されました。

また昨日、同僚議員への答弁で、入居者住民にアンケートをとるとか、で

きればヒアリングがいいとか、いわば住民の入居者の意見集約をしたいと

いう方向を示しました。これは、それなりによいことだと私も思います。

しかし、問題はどのような問題設定をするのか、どういう項目でお聞きす

るかが１つ大事な問題となります。そこで、この意見集約の方法や項目等

についても、３住宅世話人代表の皆さんと協議をされ、円満合意でこれを
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進めてほしいと私は今願っています。その点について市長の見解をお尋ね

しておきます。

大綱第５、りんくうタウンと沿岸部のまちづくりに関する問題でありま

すが、りんくうタウンの埋立同意がされてより約１２年の歳月が過ぎまし

て、りんくうタウンとその周辺の道路整備も一定進みました。そのことか

ら、特に周辺、沿岸部で車などの流れがそれなりにふえています。

まず第１に、樽井駅前のおくれている駅からロータリーへの道路の建設

は、今どうなっているのか。第２に、樽井南５号踏切の拡幅は、その後南

海電鉄との協議は進んでいるのかどうか。第３は、りんくうタウンと沿岸

部を今では隔てている防潮堤の撤去はどうなっているのかをあわせてお尋

ねをしておきたいと思います。

以上であります。再質問は御答弁によって自席から行いたいと思います

ので、どうかよろしくお願いをいたします。

○議長（巴里英一君） ただいまの林議員の質問に対し、理事者の答弁を求め

ます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 細かい点は担当部よりお答え申し上げますが、私にと

いう部分についてお答えを申し上げます。

まず、１点目の談合問題に対する私の姿勢、気持ちはどうかということ

でありますけども、この問題は、最近本市のみならず付近市町も含めて、

よく新聞紙上をにぎわしている問題でございます。私どももこの対策につ

きましては、従来からある一定のこういう問題が惹起したときの対応につ

いて１つのマニュアルをつくりまして、そのマニュアルに従って処理をす

ると、一貫した姿勢を持ってやっているところでございます。その中で、

過去からも適正にこの問題については処理をしてきたというふうに考えて

おります。したがいまして、今後も万が一こういうことがあったならば、

厳正に対応していくつもりでございます。

それから、これに関連をいたしまして、予定価格の事後公表という問題

でございますけども、これは代表質問にもお答え申し上げましたけれども、

中央建設業審議会がことしの２月４日に公共入札制度の改革案につきまし

て建議を建設大臣に提出されました。この建議におきまして、予定価格を

入札後に限って公表することとの内容になっておりまして、建設省におき

ましても平成１０年４月から直轄事業を対象に予定価格を事後公表する予
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定だというふうに聞いているところでございます。

そこで、本市といたしましても、この建議を参考にしながら対応を検討

させてまいりました。その中で、私の判断といたしまして４月からの、い

わゆる新年度発注工事分から予定価格の事後公表に踏み切るということに

いたしたところでございます。これについては、大阪府下市町村でも現在

のところ先駆的な役割を果たしたというふうに考えているところでござい

ます。したがいまして、今後ともこの公表によりまして、より入札制度の

透明性が確保されるということを期待いたしているところでございます。

それから、４月１日から実施するのかということでございますが、制度

としては４月１日から行いたいというふうに考えております。ただ、新年

度発注は４月１日にあるということではないというふうに思いますから、

要するに新年度において発注入札した工事から公表をしていきたいという

ことにいたしております。細部については、現在担当課に詰めを命じてい

るところでございます。

それから、談合情報のあった入札については、誓約書だけではなくて上

限・下限価格もきちんと公表してはどうかということでございますが、現

在行っておりますのは、誓約書だけではなくて事情聴取も行っているとこ

ろでございます。ですから、今後新年度からは予定価格を公表いたします

から、当然これらのことについても公表をしていくということでございま

す。ただ、下限価格については公表する意思はございません。

それから、同和行政に対する行政、教育の終結ということでございます

けども、行政の終結につきまして私の方から御答弁を申し上げます。

同対審答申の精神を踏まえますとともに、地対財特法に基づく同和対策

事業の推進によりまして、同和地区の生活環境等の改善は大きく進み、残

事業、いわゆる登録事業は本年度末をもって事業完遂を迎えようといたし

ております。

さて、同和問題に係る基本認識でありますが、平成８年地対協意見具申

並びに同年府答申におきまして、同和問題は解決に向かって進んでいるも

のの、依然として日本社会の重要な課題であり、その早期解決は国際的な

責務である。また、同和問題は過去の問題ではなく、この問題の解決に向

けた取り組みを人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげていこうとい

う広がりを持った現実の課題である、との見解が示されておりまして、基
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本的にはこの見解と同様な認識を持つものでございます。

また、教育、就労等の面における格差の解消を初め、残された課題の解

決を図るため、１５事業に限定して経過的に法的措置が昨年３月になされ

ております。したがいまして、同和対策事業の執行上の一定の目安として、

地区指定は今後とも必要であると考えております。

御承知のように同和行政は、同対審答申や地対協意見具申で述べられて

おりますように、部落差別をなくし、同和問題の解決を図ることを目的と

するものであり、部落差別が存在する限り必要であり、同和問題に係る実

態の適正な把握のもと、一般対策による的確な対応を行い、残された課題

解決に向けて取り組んでいく必要があると考えておりますので、よろしく

御理解をいただきたいというふうに思います。

それから、鳴滝で今惹起いたしております民間墓地の問題が、同和対策

事業との整合性に照らしてどうかということでございますけれども、御承

知のように同和対策事業の重要な柱といたしまして、特別措置法等関係法

律に基づきまして地区の環境改善事業に取り組んでまいっております。そ

の結果、環境改善等物的事業につきましては、本年度末をもって事業完遂

を迎えようといたしております。

御指摘ありました墓地問題と同和行政、環境改善事業との関連でありま

すけども、現行法におきましても地方改善施設整備事業の中に墓地移転等

整備事業として位置づけられております。したがいまして、制度活用によ

る事業ということについては、当該地区における合意形成、立地条件、規

模等検討すべき事項はございますが、地域改善対策事業の１つとして位置

づけられている以上、これまでの環境改善事業と直接的に矛盾するものと

は考えておりません。ただし、今回の墓地問題は、私も意見で述べました

ように、場所として必ずしも適地でないという考えは持っておりますから、

そういうことで意見も申し上げましたし、大阪府に対しましても積極的な

働きかけをしたということでございます。

それから、住宅問題の中で、昨日の質問者に対する答弁の中で、今後ヒ

アリング等を行っていきたいということを申し上げましたが、そのことに

ついて、その項目等について現在の３住宅世話人の皆さんとも協議をして

進めるのか、あるいは市の方で一方的に行うのかという御質問でございま

すけども、昨年の皆さん方との話し合いの中で、今後は円満解決に向けて
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前向きに話し合いをしていきましょうという確認を私自身もいたしており

ます。

したがいまして、ヒアリングあるいはアンケート等を行う場合、その主

体はやはり市であるべきであるという考えは持っておりますけれども、せ

っかく行いますそういうヒアリング等について、的確に入居者の皆さんの

意思を反映されるものでなければいけないというふうに考えておりますか

ら、この調査項目といいますか、そういうことにつきましては、私どもの

方で案をつくりまして、そして３団地の世話人の皆さんにもお示しをし、

そしてまたいろいろ御意見をいただいて、こういうことでいきましょうと

いう中で、できれば進めていきたいと。したがって、そういう調査項目に

つきましても、事前に御相談そしてお話し合いをしていきたいと、このよ

うに考えておるところでございます。

その他につきましては、担当部局より御答弁を申し上げます。

○議長（巴里英一君） 大田総務部長。

○総務部長（大田 宏君） それでは、私の方から入札問題についての御質問

に御答弁させていただきたいと思います。

まず、平成８年施行の工事請負入札事務処理要領に基づいて今現在も行

っておるのかという御質問でございますが、これにつきましては、そのと

おり改正をいたしておりませんので、その時点のものを現在も使っており

ます。

それから、２点目の昨年１２月の談合通報について、９－２１工区以外

についてもそういうことはなかったのかという御質問につきまして御答弁

させていただきます。

９－２１工区以外について、我々確認はできておりません。それから、

９－９工区は全部不調なのにという御質問だったわけでございますが、９

－９工区につきましては、これは入札を延期いたしております。入札延期

をし、再度一部設計変更をし、入札を行っております。ちょっと林議員、

何かその辺勘違いなされてるかなというふうに思うわけですけども。

それと、これについての上限、下限の価格を公表されたいということで

ございますが、これにつきましては、先ほども市長が答弁しましたように、

来年度、この４月入札分から実施したいということでございますので、そ

の辺御容赦をお願いしたいと思います。
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私の方からの御答弁は以上でございます。

○議長（巴里英一君） 細野市長公室長。

○市長公室長（細野圭一君） 私の方から、御質問のうち工事に関する表彰の

件についてお答えさせていただきます。

これは、表彰状ではなく感謝状を贈呈しております。これは今まで慣例

的に行ってきておりまして、今までの例で申しますと、文化ホールができ

たとき、その以前は体育館ができたときに行っておりまして、今回あいぴ

あ泉南の竣工に伴って行ったということでございまして、対象といたしま

しては、平成６年度以降の契約金額１億円以上の工事施工業者、またその

工事の設計委託業者で委託契約金額が３００万以上の者に行っておりまし

て、対象といたしましては、業者数で申しますと市外で１２業者、市内で

９業者、コンサルが１４社でございます。

今後は、こういうふうな大規模施設工事となりますと、かなり期間が長

くなるわけでございますので、一定程度の金額の工事の竣工式に伴って行

っていくとか、そういうふうなやり方をある程度の再考は行っていきたい

と思ってるところでございます。

○議長（巴里英一君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 林議員御質問のうち、樽井火葬場の件につき

まして御答弁申し上げます。

樽井火葬場につきましては、林議員御指摘のとおり、地元団体等の御協

力によりまして、既に火葬炉の改修、また焼却場の改修、それとお別れ場

の増設等を行ってきたわけでございまして、最近につきましては新設トイ

レの設置などの整備を行ってきたところでございます。

しかしながら、樽井の火葬場につきましては、基数の不足、またかなり

の年月が経過いたしております関係上、老朽化が進んでおりまして、現施

設の規模、内容などにつきましては、十分ではないと私ども認識いたして

おるところでございます。

そのためにも新設の火葬場を早期に整備する必要があると考えてござい

ますので、現在行っております基本計画策定後には地元関係者等に御理解、

御協力が得られるよう十分説明申し上げまして、早期整備が図れるよう努

めてまいりたいと考えてございますので、よろしく御理解のほどお願い申

し上げます。
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以上でございます。

○議長（巴里英一君） 中谷事業部長。

○事業部長（中谷 弘君） 林議員の御質問のうち、私の方から老人向け住宅

の入居状況と、それと樽井駅からロータリーへの道の関係、それと樽井５

号踏切の拡幅の件、それと防潮堤の撤去につきまして御答弁をさせていた

だきます。

まず、老人向けの入居状況についてでございますけれども、このＡ棟に

つきましては、昨年６月と９月の２回募集を実施をいたしております。そ

のうち申し込みが、６月が６件、９月が３件ございました。審査の結果、

合計で７件の入居というふうになっております。現在７戸の方々に入居し

ていただいておるということでございます。

今後でございますけれども、Ｂ棟が今年度完成をいたしておりますので、

引き続きＡ棟の残りとＢ棟の入居につきまして、４月早々に入居募集を行

ってまいりたいというふうに考えております。

入居が若干少なかったわけでございますけれども、旧法による収入基準

ということで、かなり収入基準が低かったということもあろうかと思いま

すが、新法では収入基準が相当緩和されておりますので、改めて新法に基

づいた中で募集したいというふうに考えております。

次に、樽井駅前の件でございますけれども、樽井駅前の先行取得用地を

活用した暫定の交通広場の整備につきましては、第１期工事としてロータ

リー及び信達樽井線からロータリーへの導入路が完成をし、さきの国体開

催に合わせて既に供用開始を行っているところでございます。引き続き、

現在駅からロータリーへ接続する一方通行道路と、ロータリーと市道樽井

駅上を結ぶ道路との整備を行うための作業を進めているところでございま

す。そのうち、ロータリーと樽井駅上線を結ぶ道路につきましては、間も

なく着工する予定でございます。また、駅とロータリーを結ぶ道路につき

ましては、現在南海電鉄等、関係機関との協議及び必要な作業を進めてい

るところでございます。

今後の予定といたしましては、新設する道路の上にあります南海バスの

従業員用の詰所の移設と、現在南海の方で手続を進めていただいておりま

すバスルート及び停留所の変更が５月末までに完成する予定であります。

それとあわせて計画協議や用地確定などの作業を進めておき、その後工事
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に着手したいというふうに考えております。

次に、樽井５号踏切についてでございますけれども、この道路につきま

しては、大阪府が管理いたしております府道鳥取吉見泉佐野線ということ

で、その踏切の上に都市計画道路の樽井男里線が通行しているところでご

ざいますが、我々としてはかなり交通混雑、踏切の幅が狭いということで、

住民からの要望も聞いておりますので、以前から道路管理者でございます

大阪府に対して歩道等の設置について要望しているところでございますが、

現段階までまだ確定した返事はいただいておらないというのが実情でござ

います。

なお、この都市計画道路の樽井男里線につきましては、歩行者等と車道

とを分離するということで、この樽井５号踏切の上について横断歩道橋等

の設置の計画があるというふうに聞いておりますので、これはまた順次下

水の雨管が現在下をはめておりますけれども、その後施工されるものとい

うふうに考えております。

次に、防潮堤の撤去についてでございますけれども、この件につきまし

ては、撤去につきましては大阪府の企業局が行うこととなっているもので

ございますが、撤去に伴う前段の整理等が終われば着手されるというふう

に考えております。暫定ではございますけれども、岡田地区でりんくう南

浜公園というのが完成いたしておりますが、その東側部分につきまして一

部その公園に行くアクセスとして、部分的にでございますけれども、防潮

堤の撤去につきましても要望いたしております。それとあわせて、樽井地

区でもりんくうタウン、サザンビーチへの抜ける道ということで、りんく

うタウン内の区画２号線の部分につきまして同様の要望を行っているとこ

ろでございますので、年度がまたがるか変わるかわかりませんけれども、

その辺で我々としては施工してくださいということで要望してるところで

ございます。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 梶本教育指導部長。

○教育指導部長（梶本邦光君） 同和教育につきまして、林議員さんから御質

問がございましたので、答弁をさせていただきたいと思います。

同和教育につきましての基本的な見解、認識につきましては、昨日の松

本議員の御質問にお答えをさせていただいておりますが、平成８年１２月
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の府同対審答申には、学力定義の問題や進学率の格差の問題等々につきま

して課題が残されている状況にあるというふうに指摘をされておりまして、

今後とも同和教育について残された課題解決に努めるとともに、すべての

人々の基本的人権が保障された社会の実現を目指しまして、子供たちに豊

かな人権感覚をはぐくむ教育を推進をしてまいりたいというふうに思って

おるところでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

○議長（巴里英一君） 答弁漏れありませんか。 林君。

○１４番（林 治君） それでは、自席より再質問をさしていただきます。

まず、市の入札制度にかかわる問題からお尋ねをしていきたいと思いま

す。市長は、談合などこれに関する不正については厳正に対応すると、こ

う言われましたね。私、言葉は厳正に対応するという言葉であっても、具

体的中身を伴わなければ、市長がここで厳正に対応するというふうに言わ

れても１つも感じないんですね、その対応される側は。だから、対応され

るような中身を具体的に市としてできることをやらないかん。

これについてあと市長は、私は誓約書だけではだめだというふうに言っ

たのは、事情聴取した後、誓約書を取ってるというのはわかってます。と

ころが、市長は誓約書を取るだけでないと、事情聴取もしてると。ところ

がね、市長はこのことが議論される総務常任委員会とかの中でこれまで、

昨年ですよ、あの事件が起きたとき担当部長がどう答えてたか知ってます

か、このことについて。事情聴取について。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほども申し上げましたように、談合情報があった場

合には一定のルールによって処理をするということにいたしておりまして、

マニュアルをきちっとつくっておりますから、そのとおり処理をいたして

おります。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長が出席していない場での総務部長の答弁ですか

ら十分おわかりにならないと思いますが、事情聴取には限界があると、た

だお聞きするだけだと。警察のようないわゆる捜査権といいますか、そう

いうものもないから。だから談合が仮にあったとしますね。あった業者に

談合はなかったかと聞いたって、ありませんと言われたら事情聴取の場合

はありませんというふうに書いて、なかったと書いて、私どもは事情聴取
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の結果、談合はなかったという報告を我々議会がもらうんですよ、仮にあ

ったとしても。それについては、いろんなことからおかしいじゃないかと

言っても、いや捜査権がないからと、こうなるんですよ。

だから、そういう警察まがいのことは行政の方で十分できないというこ

とは私もよくわかってます。それまでやれとは強制しません。だからこそ、

市がやれることは何かと。行政がそういう談合に対して、市長が厳正に対

処すると言ったことについての、その中身がきちっと保証されないかんわ

けですよ。その１つが、これは市の対応自身を含めてですが、いわゆる予

定価格の公表の問題があるわけですね。そうでしょう。

だから、単に予定価格のいわゆる上限の公表だけでは、それは済まない

んですよ。やっぱり談合情報があって、そのことが問題になった場合には

それなりの対応をきちっとしてほしい。行政のやれる厳正に対応するとい

うことの中身を、具体的にここで市長がこうやるというふうに言えば、担

当部局はみんなするんですよ。ただ、言葉だけ厳正に対処すると言ったっ

て何もしないんです。何もしないと言ったら語弊あるかわからんけども、

できないんです、市長の言葉以上のことは。そうでしょう。

だから私は、例えば１つの提案として、ほんとに市長がそういう談合を

許さないということであれば、１つは事後公表するけども、今中央建設業

審議会では予定価格の事前公表もやれということも建議してるんですよね。

そうであるんですが、仮に事後公表とした場合に、下限も含めて市がこれ

についてはどうしたかという、いわゆる担当部局から出されてる入札の結

果報告書あるでしょう、これをきちっと公表すべきですよ。上限、下限も

含めて、あった場合には。それで対応すると。

議会に、そしてまた市民にこれを公にするということは、やっぱり談合

を抑制するという点では非常に大きな効果を発揮してるんです。これまで

やってきた各地でそのことが出てるんです。昨年はなかなか私が言ったと

きにまだちゅうちょされてましたけども、中央でもやるというようになっ

たから市もやるということになったわけで、これはそれなりに歓迎です。

でも、現実に談合の大きな問題になった情報があってした分については、

公表するということをきちっとやらないとね、私はこの談合の不正を取り

除く……。

この談合の問題のときには、２つ問題があるんですね。１つは業者間だ
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けで談合して、大体の予定価格というのはある程度類推できますからね、

わずか数％の差で大方計算できますからね、だから談合をやる。それから

もう１点は、それは談合して何するかといったら、高いところで談合で取

ると。

９－１０の場合よくわかるんですが、 ８，４１０万円で落札したでしょう、

よく御存じのように。上は１億８００万円ですね。市が認めてる範囲とい

うのは、上の方で談合でこれが取れたとしたら、そんなにきっちり上まで

行くかどうかは別としても、 ２，３９０万の差があるんですね。それまでは

市は認めてるんですよ。いかに泉南市がこういう工事に非常に甘い価格を

つけてるかということが、この結果からでもわかるんです。

だから、町の業者の中からどういう声が出てるかといったら、いま一つ

は暴力団もいろいろとこの入札に絡んでくると。なぜか。市が非常に高値

で落札できるようにゆとりを持った上限、下限をつけてるから、だから甘

い汁がそこにあると、何でも入ってきよるという話が一般的によく出る。

特に空港関係が起こってから暴力団よう来てますからね。だから、そこに

入る余地がある。そういうものもなくしたり、それからペーパーカンパニ

ーをなくしたり、本当に仕事をしている、実際わしら汗水流して働いてる

業者、そこが落札するようになれば、もっと低い価格でいけるし、そして

それで努力して利益を生むようにできる。

ところが、今の市のやってるようなことでは、市がもっとしっかりして

くれたら、こんなことも起こらんようになんねやけどなと、これは業者の

皆さんが私に訴えてきた言葉の１つですが、だからこれほどあの９－１０

ではっきりしたような値段をつけてると、これは問題なんですよ。だから、

いわゆる上限も下限も、これを同時に発表していただければ、行政もいや

厳しい対応してますよということがわかるんです。今のままでは行政は公

共事業で非常に甘い対応をしてると、これは言わざるを得ません。

９－９のことについて、先ほど部長は入札延期をしてると言いましたが、

私いただいてる資料で見れば、９の９はちゃんと入札済んでますよ。これ、

昨年の分以外のことも言えば全部出せるんですが、今１つの議論の対象と

して全部出すわけにいきませんから、私は代表的にやってますが、昨年の

９月３０日に１０時４０分からこれは入札をやってます。業者皆決まって

ます。

－１９２－



これについて、７月１１日にもあったけれども、さらに９月に市の方は

７月１１日から延期して、その後９月の３０日に入札、そのときにあった

談合情報、２回目の談合情報について私は言ってるんですよ。そんなこと

も何もかも総務常任委員会で議論してきてようわかってるのに、今ごろ７

月の話を ７月にもあったんですね。そしてまた９月３０日のいよいよ

入札のときにもあったんですね。そのときには業者名も金額もあなた方か

らちゃんと名前入れたの私皆いただきました。私１人もろたんと違います。

総務常任委員会全部いただきました。そのとおりになった。

それは、談合情報のとおりに金額がなったんやけども、それが一番下の

値で、１０業者のうちの一番下の値で入札された。それがわかってるから、

市の方はそれより下げたと。それが取れるような価格で入れてたとしたら、

これ取ってしまうんですから、まさに情報どおりストレート。そやけど、

実際の中身としては情報どおりなんですから、市としてはこれは情報どお

りとして対応すべきであるし、不調の場合は、これはちょっと今私、名前

を忘れたんですが、よその行政区の方では、そういう不調の場合には、そ

ういう談合問題が大きなことになった町なんですが、そこはもう、そこの

首長は不調の場合は全部業者を変えると、スパッと変えるとやってるんで

すよ。そして、そういうものをなくしてまう。きちっとやってるんです。

そして、泉南市は、市長は厳正に対処すると言われるなら、厳正に行政

としてできる対応を、警察のような対応はできなかったとしても、警察で

できない 泉南市の場合、泉南の市長ができる対応を私はきちっとすべ

きではないか。だから、不調については入れかえると 全部の不調です

ね、不調については入れかえる、また談合情報のあったものについては上

限も下限も出して、市としてはおかしいことはしてないと。この点、１点

です。

もう１つの問題というのは、談合にかかわって行政の側が、これはあっ

てはならんことですが、１つの話として入札価格を、入札のいわゆる敷札

というんですか、上限と下限の敷札を漏らすと。行政の側が業者に漏らす、

特定の業者に漏らす。大きくいって、特にこの入札そのものについては２

つあるんですね。だから、そういうこともあっちゃいかんわけです。

それと、全体としては、さっき言いましたそういう談合の余地を残すよ

うな甘い入札のあり方が問題だということになるんです。だから、そうい
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った点について、市長は特にこの問題についてはプロですし、そのことは

自他ともに許してるというか自認もしてるぐらいで、大阪府下の市長の中

でもこの問題では一番強いというふうに私は思ってるんですけど、その強

い、その点について明るい市長が、私はその明るい知識を厳正な対処をす

る中身に生かしてほしいと思うんですよ。私なんか全然素人でわけわから

んのでね。ひとつその点どうでしょうか。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私もこの問題については、本当に真剣に取り組んでお

りますし、職員の担当の方もいろんな情報を集めたり、あるいは先進事例

も含めて検討いたしてきております。

それで、まず１点目にありました事情聴取といっても限界があるという

ふうに言われましたけども、これは我々行政として捜査権のない権限の範

囲内でやれることというのは限界がございます。ただし、今回といいます

か、昨年の問題につきましては、我々でできない部分は公正取引委員会に

事情の説明をし、お話をして、そちらの方の判断といいますか、御指導も

いただいたということでありますから、積極的に対応をいたしておるとこ

ろでございます。

それから、上限も下限も公表すべきでないかということでございますが、

上限については、これも幾つかの類似工事の類推ができるとか懸念する部

分はないことはないわけなんですが、今回公表に踏み切ったということで

ございますが、限定価格まで公表するということにつきましては、御承知

のように設計価格があり、予定価格があり、限定価格があり、その範囲内

での最低業者と契約するというのが入札制度でありますから、下限も公表

するとなれば、その上限価格と下限価格とのレンジ、幅がわかるわけであ

ります。事後ですから、その工事にはわかりませんが、その傾向というの

は、類似工事に限らず一般工事にまで類推ができるということになります。

例えば何％ぐらいかというのが類推が可能があるわけでありますから、や

はりこの点は注意をしなければならないというふうに考えております。し

たがいまして、現在の状況下では、限定価格については公表はむしろすべ

きでないというのが、私の考えでございます。

それから、対策といたしましては、昨年いろんなことがございましたか

ら、全国で初めての直前の抽せん型指名競争入札ということもいたしてお
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ります。ですから、御指摘ありましたように泉南市は何もやってないとい

うことじゃなくて、全国的に見ても、あるいは大阪府下で見ても、この対

策についてはほんとに先駆的なことをやっているということは、ひとつ御

理解をいただきたいというふうに考えております。

それから、暴対関係、暴力団対策関係についても泉南市では要綱を定め

まして、これらの排除について既に行っているところでございます。

それから、入札で１回目が不調であり、２回目、３回目と、こういうこ

とでございますけども、これは本市の工事執行条例に従ってきちっとやっ

ているわけでございますから、そういう条例がやはりきちっと整備されて

おりますから、それに沿ってやるというのが我々行政の責務であるという

ふうに考えております。ただ、今後ともいろんな角度からやはりその状況

に合った対応というのは常に考えていかなければいけないというふうに思

っておりますから、もしそれ以外にもいろんな有効な手段があるとするな

らば、当然検討をしていくべき課題だというふうに考えてるところでござ

います。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長はいろいろ先駆的にやってるというふうに言わ

れましたけども、それともう１つは、私、専門用語を十分理解してないの

で、わかりやすく言えば、市が１つの入札で入れる上の価格と下の価格、

この範囲に入っておれば、このうちの一番下に近いところの業者を落札さ

せると、こういう形ですね。一番下の価格のね。しかし、下より下がった

らいかんと。これは失格。上より全部上のときは不調ということですね。

だから、この前全部不調やったから、不調のはいわゆる不調として退いて

いただくという話を私はしたんです。

それで、下限が発表できないという問題は、これは談合情報があったと

きにややこしいから下限も発表したらいいんです。下限をどうするかとい

うのは、まさに注意を持ってやらないかんかわからんけども、いつも決ま

り切ってるわけじゃないんですから。それは市長、あなたの胸三寸なんで

すから。そうでしょう。きちっと一定してるわけじゃないわけですから。

だから発表しようと思ったら発表できるんですよ。また、その次のも同じ

パーセントできちっとやるというふうにしなかったらいいわけですから、

調整できるんですよ。それがあなたの権限なんです。
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だから、私は去年のあったまず９－９と９－１０については、一応発表

してほしい。そうすればはっきりする。行政に対する疑惑もなくなる。こ

のままでは行政の側にも疑惑が残ったままなんですよ、これについては。

そういう点について、私はあくまでもそうすることが 一般的に事後公

表で結構ですよ、予定価格なら。でも、問題の起こったときはそうすると。

それが本当に厳正に対処する言葉だと思うんです、ここでの。その点、も

う一度簡潔にお願いします。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 予定価格を工事ごとに自由にといいますか、上下させ

るということは、これは極めて危ない話でございまして、逆に我々から言

いますと。というのは、その工事によって規模が違います。内容も違うわ

けですね。ただし、その規模によって業者選定のランクによって選定して

いくわけですね。したがって、例えば７社なり１０社なり指名された業者

によって下限を著しく操作するということは、逆に言いますと、ある特定

の誘導になりかねない懸念があるわけであります。それと、下限を決める

という１つのルールといたしましては、直接工事費、それから間接工事費

と積み上げていく中で、やはりこの辺が１つの通常の常識的な限定だと、

限界だということ付近で入れるわけでありますから、そのルールを外すと

いうことは、これは仮に長がもしそういうようなことをするとなれば、こ

れは逆に私は大きな問題になるというふうに考えておりますから、それだ

けは申し上げておきたいと思います。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 今、実務的な問題で余りそこへ入ると難しいですが、

市長、極端なことを言わないでください、極端なことは。やっぱり一定の

基準というのがありますから、その範囲で、ピシッとそんなもん単純計算

でするわけじゃないわけですから、そこが裁量権として若干 その裁量

権が変に活用されてるおそれがあるから下限を発表せえと言うてるんです、

逆に言えば。そこなんですよ。

だから、これは予定価格にかかわって言うてるんですが、中央建設業審

議会も、事後公表による効果に加えて、予定価格を探ろうとする不正な動

きを防止する効果もあるとの指摘もあることから、透明性、競争性の確保

や、予定価格の上限拘束性のあり方とあわせて、今後長期的な検討をする
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課題とすべきだということで、このいわゆる予定価格の事前公表も含めて

やったらいいと。ここで言うてることは、この公正を確保するためにはこ

ういうことの事前発表も、それは探ろうとしたりいろいろあるけれども、

十分それで対応できるということをこの文書の中でも言うてるんですよ。

だから、私はこういう価格の公表について、今事前の話はあれですが、

事後の話で問題の起こったときにはそうするということについては、十分

私は対応し得るし、今言うたように長が裁量でやることが問題を起こすと

言うけども、その裁量も極端なことでなければ、それはできるはずです。

実務的なことになりますからそれ以上言いませんが、それは行政の側が問

題の起こったときに明瞭にするためには十分やれる範囲だと私は思ってい

ます。その点で要求しておきます。

それから、同時に、不調の場合には入れかえてるというのは、行政上や

ってそういう談合防止につながってるとこがあるんですが、それについて

はどうでしょうか、見解としては。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど披瀝されたのは、恐らく第１回目の入札は不調

だということだったと思いますね。ですから、２回目で落札したんだとい

うふうに思います。本市の工事執行条例では一応３回まで可能ということ

になっておりますから、それに沿ってやっております。３回で落札しなけ

れば当然不調ということで入れかえをいたしておりますから、今後ともそ

の工事執行条例に沿って運用をしていきます。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） それは結局、第１回で私はそのことを。市もこれで

は、入札結果のこれを見てると、やっぱり１回目も２回目も３回目も１位

で、３回目ぐらいに落札してるというのがほとんどなんですよ。３回もや

ってたら、そのうちに取れるということでやってるわけですから、余りマ

ニュアルどおり、マニュアルどおりて、マニュアル自身が非常に甘いんで

はないかということから提起をしてると、こういうことです。

それと、ちょっとこればっかりやってると時間の関係がありますから、

次へ進みたいんですが、そういう点では私は市長の厳正に対処するという

ことについては、後の、この前昨年の１２月にも若干提起しましたが、デ

ータベース体制とか、ペーパーカンパニーをなくすと、対応すると。それ
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から、府の経審に出されてる資料ですね、市にも一定出されてるわけです

から、今回の場合もそれにかかわって私は総務常任委員会で問題提起しま

したが、余りにもひどい状況です。

ここで議会の本会議場でと思いましたが、はっきり言って泉南市の市長、

そこにおられるお２人の助役さんが入ってるお部屋、このお仕事が建設業

の許可を逸脱して、そして仕事をされていた。これはもうお聞きだと思う

んですが、これについてどういうふうにお考えでしょうか。これも入札に

かかわることなんですよ。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御指摘いただいた点は、私も報告を受けました。四、

五年前のことだというふうに思いますが、この件は我々契約検査課で指名

願ですね、これを受け付けて審査をして、そして格付をしていってるわけ

でございます。

その点については何も問題はなかったわけでありますが、通常あり得な

いと思われる年度途中において建設業法の中の許可業種、これが幾つかあ

りますね、その中の１つがその資格を失ったということがあったというこ

とでございます。これはなかなか制度上として、それが例えば許認可権者

から各市町村にそういう通知があれば速やかにわかるわけでありますけれ

ども、なかなかそういうところまで現在制度上至っておらないということ

もあって、市の方では知り得なかったというのが事実でございます。

この点については、その時点ではわかりませんでして、今の時点でそう

いうことが、お調べになられたんかどうかわかりませんが、わかったとい

うことでございますから、もう少し早くわかっておればというのはあるん

ですけれども、何というんですかね、情報として十分でなかったという点

については、非常に反省すべきことだというふうには思っております。

ただ、今後もしそういう 年度途中でそういうことは、普通一般常識

上余りあり得ないことなんですが、そういうことが起こった場合の例えば

建設大臣なら建設大臣許可でありますから建設大臣、あるいはそれを補完

する大阪府建築振興課等からの要するに情報の速やかなる提供ということ

については、今後十分そういうことが可能になるようなことを行っていか

なければいけないというふうに私も思っておりますから、今回のことを十

分反省の糧として、今後厳正に対応できるようなシステムをつくっていき
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たいと、このように思っております。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長ね、今後今後というのはね、結局このことにつ

いても私、市の対応を聞いたんですが、余りはっきりしない。問題だと思

ってるんですよ。もう少しきちっとした対応をするんかと思ったらそうで

もないので、それであればきょう議会本会議の開会もおくれましたけども、

私、対応を聞いてちょっとびっくりしたんですが、やっぱりこの問題につ

いて何の議論してるんかわからんというようなことでは困るんで、担当部

長からでも一遍ちょっとかいつまんで一言どういうことか、報告を先して

ください。その上で聞きたいと思います。これも市長の厳正に対処すると

いうこの入札制度にかかわっての問題なんですよ。

○議長（巴里英一君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 今、林議員御指摘の件につきましては、先日来２回ほ

ど総務常任委員協議会を開催をさしていただきました。先ほど市長も答弁

をさせていただきましたけれども、平成４年当時に、正確に言いますと平

成５年２月に助役室の建設工事を発注しております。そのときに、当時建

設をした業者が建設業の許可がなかったのではないかというふうな御指摘

も議員からいただきまして、一定府の方にも参りまして調べました結果、

平成４年の７月から平成５年の４月にかけまして建築業の許可がないとい

う事実がわかったわけでございまして、先ほど申し上げましたように年度

途中でのそういう状況というのは、通常我々想定をしていない事態でござ

いましたので、年度当初の申請書を確認した上で発注いたしておりました

けれども、先ほど来申し上げてますように、そういう点で今後の事務につ

いて、もう少し厳正な事務の執行はできないか、内部でも努力をしてまい

りますし、府とも調整をしてまいりたいということでございます。

〔林 治君「どう対応したんか、一遍で言うてくれよ」と呼ぶ〕

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 質問一度で、大体はっきりしてることやから、経過

と、どう対応したかということもちゃんと発表してくださいよ。できなか

ったら、私は私でできないんなら言いますわ。

○議長（巴里英一君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 失礼をいたしました。ただ、経過は今述べましたとお
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りでございます。したがいまして、この点について現に平成５年当時の話

でございまして、工事そのものは当然終了しております。そういう中で、

そういう事態が今日時点で明らかになったということも含めまして、我々

選考委員会を開きまして、当該業者に対しましてそういう許可がないのに

工事をしたという点についての反省を求めるという意味で、１年間指名停

止を行いたいというふうなことで対応をさせていただきたいと考えており

ます。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） それ、業者を呼んで事情聴取しましたか。したとし

たなら、だれを呼んだか、出してください。

○議長（巴里英一君） 大田総務部長。

○総務部長（大田 宏君） 業者を呼んで事情聴取は行っておりません。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長、これはあなた専門家でしょう。これ、どんな

問題なんですか。市の指名業者が、市のお２人の これからゆっくり座

ってられませんよ。助役室の工事が工事された、これ今問題になってるん

です。これは、ちょうど市長が初めて助役になるときにつくられた部屋で

すね。そうですね。ここで、議場で、市長が当時助役に本会議で承認いた

だく、そのときに工事をしてた、その仕事なんですよ。これ、どういう問

題ですか。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 平成４年度の工事で、助役室の間仕切り工事ですね。

１つの部屋を２つに割って助役２人制にするというときの改造工事ですね。

これの工事であったわけでありますが、先ほども申し上げましたように、

その当時の指名資格審査については指名願によってやっておりますから、

それは問題なかったわけでありますが、先ほども言いましたように建設業

法すべてが取り消されたのではなくて、その中の業種ですね。（林 治君

「要らんこと言わんでよろしい」と呼ぶ）建築が一部その間資格喪失をし

ておったということなんですが、これは先ほども言いましたように我々指

名願いによって入札選考委員会、指名委員会を行っております関係から、

その辺は情報として入っておらなかったというのが現状でございます。

今、そういう問題が一昨日ぐらいからお聞きをしまして、我々の方も調
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べて、結果として事実そういうことだったと。ただ、なぜかというのはそ

の当時大阪府にも照会しましたけども、３年間の文書保存期間を過ぎてお

るということで、わかっておらなかったわけですね。

どう対応するかということについては、業者みずからがそのときにやは

りこういう状態ですというのを報告義務があるわけでありますから、それ

がなされておらなかったということに対してやはりペナルティーを課すの

が妥当であるということで、現在その業者さんは既に指名停止中でござい

ますけども、改めて再度このペナルティーを課すということにいたしたわ

けでございます。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長、だらだらといろんなことは大体わかってるわ

けですし、助役も報告したわけですから同じことをやらないでください、

時間の関係ありますから。

それで、私はあなた専門家やから聞くと言うて聞いてるんです。建設業

法上どうなのかということなんですよ。まず、明確に一言で言うてくださ

い。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 建設業法の中には、業種が幾つかございます。そこの

間仕切り工事は、一般的に内装あるいは建築の部類に属するというふうに

考えております。したがって、土木業務あるいは建築業務、その他舗装と

かありますけれども、建築工事ということであれば、その建築工事の資格

喪失ということであれば、ある一定金額以上はするということはできない

と、こういうことであります。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 総務部長にお尋ねします。建設業法の、今も既に建

築についてのいわゆる許可のないときに泉南市の助役室、いわゆる建築工

事をやったと。もうそれ、いろいろがたがた言われる必要ないんです。明

快なんですよ。だから、この建設業法にこれ違反したんでしょう。建設業

法に違反したらどうなりますか。

○議長（巴里英一君） 大田総務部長。

○総務部長（大田 宏君） お答えします。

この件につきましては、建設業法の関係でペナルティーは課されており
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ませんので、ただ市といたしまして資格のない中で工事があったというこ

とで、我々といたしまして、市としてペナルティーを課したいということ

でございますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 建設業法の第４５条では、次の各号に該当する者は

３年以下の懲役または３０万円以下の罰金に処するということで、いわゆ

る規定に違反して、第３条の１項の規定に違反して、許可を受けないで建

設業を営んだ者については、そういう厳しいことになってるんです。それ

から、市の工事で、市長は一定金額云々言いましたけど、今泉南市の建築

についての工事について物を言うてるんです。だから、市の工事を建築業

の許可のない者がやったら絶対あかんのでしょう。許すんですか。絶対あ

かんのです。あかんことやってるんです。本人が申請しなかった。だから

長いことかかった。今までこのことが明らかになるまで。

これはたまたま阪南市で刑事事件を起こして罰せられたから、しかも、

それ泉南の市会議員も関係してたからこれが明らかになってきたんです。

そうでしょう。だから、厳正に対処すると言うたけども、その１年間の云

々言いますけども、この会社にかかわっている重役で、そのほか泉南市の

指名を受けてる者があるのかないんか。その点、一体どうなんですか。厳

正に対処するやったら、その点についてもきちっとした対応を考えるべき

です。

○議長（巴里英一君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 先ほど来御説明をさしていただいております当該業者

については、先ほど申し上げましたようなことで対応をさせていただきた

いというふうに考えておりますけれども、これにつきましては私どもの指

名停止要綱に基づきまして、その有資格者である業者、あるいは法人に対

してこういう形をとらせていただいたということでございます。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 私は、市長が厳正に対処すると、こういう問題につ

いて談合や不正に対処すると言うんならね、やっぱり市の指名業者に対し

てはきちっと厳しい対応をしなかったら、何ぼでもいろんなことが起こっ

てきますよ。だから言うてるんです。この会社に関係してた業者が今も市

の指名、今受けてるでしょう。何の対応もせんと、その会社だけを、今の
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現行の会社だけを対応するようにしてたら、それは話にならへんですよ。

だから、それが市長の厳正に対処する対応の仕方だというふうにこれは見

ざるを得ない。私はほんとにそういう談合や不正を許さないという立場で

あるなら、そのままではいけないんではないか。そのことを言っておきま

す。

〔林 治 君 「 答 弁 が あ る な ら し て く だ さ い 。 簡 潔 に し て く だ さ

い」と呼ぶ〕

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 市は、市でやれる範囲の厳正な処分はいたしておりま

す。建設業法の根本に係る部分は、許可権者の権限に属する部分ですから、

それに該当するんであれば建設大臣なり大阪府が処分をすればいいことで

あります。

それから、関連した企業、法人ですね、これについて処分しないのかと、

多分そういう御質問かというふうに思いますが、これはやはりその処分に

足り得る法的根拠、あるいは我々の方での与えられた権限があるのかない

のかという中で判断をしなければいけないわけでありますから、その辺は

やはり法人というのは１つの法人格を有してるわけですから、その人権な

りを著しく阻害するようなことになってはいけないわけでありますから、

慎重に対応すべき問題であるというふうに考えております。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長ね、市も国の法律、そらこの場合は知事の許認

可権ですから、知事の権限に属する問題もあるでしょう。法律は国の法律

で国の責任があります。しかし、そういうものに基づいて泉南市でやって

るんですから、やっぱりそれに基づいて泉南市も業務をやってるわけです。

そういう国の法律だとか大阪府の権限に所属することを受けてやってるわ

けですから、やっぱりこれに関してこういう問題が起こったら、その対応

の仕方というのはそれなりに考えないけないと私は思うんです。だから、

そこに、その会社を構成してる者で他の会社をつくって指名を市に出して

おったら、市としても注意をすべき問題である、私はそこのことを言うて

るんです。

それと、この問題ばかり１つはやっておれませんが、それは一応市長の

そういう態度をお聞きした上で、あともう１点、１億円以上の工事の表彰、
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従来から云々と言うんですが、さっき３００万とか何かいろいろ言われま

した。これは一覧表でどういう表彰をしたのか出してくださいと事前にも

お願いをしたんですが、それについては出してもらえますか。

○議長（巴里英一君） 細野公室長。

○市長公室長（細野圭一君） 後ほど資料提供させていただきます。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） この問題はまたの機会に譲りますが、とにかく昨年、

市長は４年間に仕事をさしてきた、１億円以上と私聞いてたんですが、そ

うじゃなかったんですか。１億円以上の仕事をした業者を特別に感謝状を

出したと。そんなことを従来やってたかどうか、私は余り記憶にないんで

すが、市長のこの４年間、水道をのけても、きょう時点で約１８０億円を

超える仕事を発注してるんですね、市長は４年間で。そのうち１億円以上

の業者、これを表彰したと。いやいや感謝状ですか、大して変わりません

が、感謝状出した。なぜ感謝状か、そして１億円以下の人は感謝状を出さ

ないんかどうか知りませんけども、いろいろと感謝状をよく今出されてる

んですが、何でこの時期にと、こう思ったりもしながらそのことはお聞き

してました。

さて、次の質問の、私は時間の関係がございますから、市の同和行政の

問題につきましては、あとの墓地問題、住宅問題がかかわりますから、私

は若干省いてそこに行きたいと思うんですが、墓地問題でやっぱり市長は、

１２月議会でもそうでありましたが、場所として必ずしも適地でないとい

う言い方なんですね。私は今、適地であるかどうかということだけを聞い

てるんじゃないんです。私も適地でないと思ってますよ。そうじゃなしに、

市の同和対策事業と、これに反しないかと聞いてるんです。市の同和対策

事業、やってきた地域の環境改善、これ市長ここでも言うてるんですね。

地域の環境改善に取り組んできたと。その環境改善に反するでしょうと言

うてるんです。その点どうなんですか。市の同和対策事業にこの民間墓地

の建設は反しないのかどうか、この１点です。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほどもお答えいたしておりますが、墓地そのものは

環境改善の趣旨とは反しません。ただ、今回の場所については適地でない

という判断をいたしております。
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○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長ね、言葉を巧みに使い分けておるんです。墓地

を改造する、改善する、そういう意味での環境改善に墓地をつくることに

ついては、整備することについては反しないと、これはわかってるんです。

そんなことは前提条件です。今言うてるのは、ここに民間墓地をつくるや

り方は、まちの真ん中につくるやり方は、地域の環境改善を進めてきた市

の同和対策事業に反する、そういう中身ではないか。ここにつくるのは。

いわゆる地理的な条件を含めて。それは、市の同和対策事業、環境改善を

進めてきた、２００億近く注いできた地域の環境改善に反するやないかと。

なぜかといったら、環境が悪化するって市民の皆さんが反対してるんです

から。

市長は、かつて私が議長のときにこのことについて、これ同和対策事業

に反するものやというて言うたら、こんなんでけへんねんけどなというこ

とを私に言ったことありますよ。いやいや、それはあなた覚えてないか知

らんけども。これは泉佐野で反対されて、また新家のそこで反対された。

このときには全部が反対した。鳴滝に来たときには賛成した人がおったか

ら、だからこれが行ったんだと。そやけど、これも同和対策事業に反する

もんであれば、これはこんなとこつくられへんねんけどなという話を私、

あなたから聞いたことがある。だから今改めて聞いてるんです。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 何回も申し上げますように、墓地そのものがいけない

ということではないというふうに考えております。ただ、今回の場所につ

いては、周辺の状況からして適地ではないというふうに私も判断をいたし

ておりますから、そのような行動をいたしたわけであります。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） １点抜ける点が、同和地区で同和対策事業を進めて

きた、その観点からもここにつくることが同和対策事業の趣旨に反する、

そうじゃないんですか。そうは思わないんですか。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） それは先ほどお答え申し上げてるわけですね、はっき

りと。この墓地の問題というのは、その地域改善事業の趣旨と異なるもの

ではありませんと。ただ、今回の場所は、その同和対策事業という観点で
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はなくて、周辺の状況から見たら適地ではないというふうに思っておりま

すから、そういうことを申し上げてるわけであります。

○議長（巴里英一君） 林君。

○１４番（林 治君） 市長ね、あなたはなぜか適地でないという言葉だけ

で、これは大阪府との関係も含めて、やはり許認可権を持ってる大阪府に

対しても、市長として市がここでは同和対策事業を進めてきたんだと、墓

地のことは環境改善にも役立つこともあるんだと、墓地の改修にはね。そ

んな一般論の話と全然違うんです。ここに市がやる墓地建設じゃないんで

す。今民間業者がやろうとしてる。これは地域の環境改善ということを同

和対策事業の、これは国の法律も地域環境改善対策財政特別措置法でしょ

う。そうじゃないですか。地域の環境改善対策で特別なお金を国が出して

きたんです。それで進めてきたんです。その進めてきたど真ん中に、しか

も周辺の住民が環境を悪化すると反対してるんですよ。まさに市の進めて

きた同和事業に真っ向から反対するものじゃないですか。なぜ市長がその

ことが言えないんですか。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 言えないんじゃなくて、墓地そのものが地域改善に資

するものか資さざるものかというのはね、いろいろ……（林 治君「そん

な一般論聞いてるんと違う」と呼ぶ）そらあなたは資さざるものだという

ふうに思っておられるんかもわかりませんけれども、これはやはり地対財

特法の中にも位置づけられた問題でありますから、それとは矛盾はしませ

んよということを申し上げてるわけです。ただ、今回の申請の場所という

のは、地域の方の同意もありますけれども、周辺の方が反対しておられる

というのもありますから、それと私も客観的に場所を見た中では適地では

ないという判断をいたしておりますから、それは大阪府にも申し上げてい

るところでございます。

○議長（巴里英一君） 林君。あと２分でございます。

○１４番（林 治君） 市長ね、結局市長は大阪府との対応も含めて、市が

いわゆる同和地区 先ほどもまだ解除しないと言いました。解除しない

のは私はだめだと思いますけども、同和地区指定としてまだやってるこの

地域で、これまで進めてきた事業との関係でいえば、これは真っ向から反

対するものだと。そら墓地の一般論で言うたらいろんなことがありますよ。
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だけど、そうじゃなしに、ここでは市の同和対策事業に反するもんかどう

かということが今問題になっとるわけですから、市長があくまでそのこと

を答えない。これは、まさにそのことが言えない事情が別にあるのかなと。

そういう態度だから大阪府も許可をしますし、地域の判が生きてくる。

これは部落解放同盟鳴滝支部長、今そこで議長おられますが、議長のお名

前で同意判を押し、議長としてじゃないですが、支部長としての代表判を

押し、しかも区長も押し……

○議長（巴里英一君） 失礼じゃないですか。

○１４番（林 治君） これではやはり市長が言えないのも無理ないなと思

いますけども、それでは市の同和対策事業、何のために進めてきたかわか

りませんよ。その点だけ市長として、私はこの事業についての態度を明快

にすべきだと。

それからもう１点……

○議長（巴里英一君） ないですよ、時間。もうないです。

○１４番（林 治君） わかりました。市営住宅、老人向け住宅、いまだに

入居がない。膨大な金を使ってやってきたけど、入居がわずか７戸、１６

戸のうち７戸しかないと。これはやはりこの残事業、言うままにやってき

たことは問題だという私のこれまでの指摘どおりだと思います。この住宅

政策、ずさんででたらめだという点、この点は同和問題にかかわってやっ

ぱり市長は明確にすべきだと思います。その点、言い添えておきます。

○議長（巴里英一君） 以上で林議員の質問を終結いたします。

１時まで休憩いたします。

午後０時０分 休憩

午後１時２分 再開

○議長（巴里英一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、３番 小山広明君の質問を許可いたします。小山君。

○３番（小山広明君） 草の根市民派を名乗っております小山広明です。時代

の転換期に当たり、これからの泉南市の姿が具体的に見えてくる、そうい

う議論の場でありたい、そのように願っております。

先ほどから活発な議論がされておりまして、議会自身も襟を正していか

なければならないのは当然でありますし、議会には自主的というようなこ

とで外から何かが加えられたり指示されることはないだけに、議員自身が
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自分を律していくと、そういうことが強く求められておるわけであります。

今議会は席を外す議員も大変少なくて、その点でも市民の信頼を得ておる

と私は思うわけでありますけれども、やはり議論は十分聞いて、そして違

う意見を大事にしながら、このまちの発展、また市民の幸せを実現してい

くべきではないか、そのように思うわけであります。

しかし、残念ながら、先ほどの休憩時間に傍聴者の方からも、議論を聞

いておって、内には甘いな、市民には厳しい、そういう印象だということ

を言われました。ほんとに私も聞いておって、市長の言葉が本当に市民に

伝わっておるのか、そういうことは不安に思います。しかし、このまちの

長は向井市長でありますから、市長の言葉が本当に市民に届く、表現にお

いても言葉においても本当に工夫をしていただきたいと、そのように思う

わけであります。

憲法は、世界の人々の理念、理想を日本の憲法に託したとも言われてお

ります。その中心は武力を否定した９条であることは言うまでもありませ

ん。それだけに外交努力、人との話ということが洗練され、研ぎ澄まされ

なければ、この理想的な憲法を守ることはできませんし、国民や市民の安

全を守っていくことは、武力を持つ以上に私は大変なエネルギー、力が政

治の場に要ると思うわけであります。

そして今、一人一人の個人が物を言ってくる時代になってきておると思

います。政治の場にもどんどん普通の人の感覚が入り込んできております。

今までなら政治家が自殺するようなことはなかったと言われておりますが、

政治家の中にも悩んで自殺をする人も出てきております。私はある意味で、

政治の場に普通の市民の感覚、悩む人間が入ってきた１つの証拠ではない

かと思いますし、行政や政治もまた市民の側に近づいていく努力が私は必

要であろうと思います。

ことしは５月１７日に市長選挙が行われます。まさしくこの３月議会は、

次の市長選挙に向けた政治が問われている、何をこれからの市政に示そう

とするのかを具体的に示す議会ではないかと思うわけであります。

具体的な質問に入ってまいりますが、市長の恵まれた自然、夢、水あふ

れるまちというこの耳ざわりのいい言葉の中から、私はこのようなイメー

ジを抱くわけであります。山と田んぼや畑、海、そういうものに囲まれた

泉南市をつくり、そこから得られてくるものを高い価値を付加して世の中
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に出していく、そういう泉南市を私はイメージいたします。

山でとれるマツタケやフキノトウ、山芋やタケノコ、ワラビやゼンマイ、

シイタケやタカノメなど、また農地では、泉州はタマネギと言われるよう

にタマネギ、あの肉厚の刺身にしてもおいしいと言われているタマネギの

あのおいしいスライスの味は、毎日食べている私たちには当たり前のよう

に思っておりますが、スーパーで買う皮の薄い、生では食べることのでき

ないあのタマネギを食べるとき、私たちの先人がこの地で、この土で工夫

をしてきたこのタマネギを私はどう守るのかということも考えるとき、タ

マネギを単にとって売るだけではなしに、それにいろんな海や畑や山から

とれるものをブレンドして、そして泉南市のおいしい空気を吸っていただ

き、海や山を眺めていただいて、人々がほんとにここで安らげるようなま

ちを私はイメージするわけであります。

そして、その中心地に公共施設や文化施設、また映画や、また絵をかく

人や、いろんな人がそういう自然に囲まれた中で、おいしいうまいものを

食べながら、この泉南の自然の中で生きていく。そして、産業生活にかか

わっていく。

沖縄などが５００年間武器を持たずにあの国を維持してきたそのことを

私は以前にも触れましたけれども、うまい酒、うまい料理、踊りや歌、そ

ういうものの総合的な力であの沖縄が５００年間平和に維持されてきたと

言われておることを、私はこの泉南市でもやはり、一番初めに申し上げま

した憲法の精神を生かして町づくりの基本に据えるべきではないかと思う

わけであります。

そういうような私のイメージに対して、市長の恵まれた自然から出てき

たそのイメージは、余りにも私は違いを感じます。山を具体的に守る政策

はないと言ってもいいでしょう。４０万ほどの予算 失礼しました、４

０万は海に対する予算であります。また、山間部に対する予算にしても、

林道の整備を少しするだけで終わっております。農業予算も膨大な予算を

投入しとるわけでありますけれども、ほとんど土木事業に費やされ、本当

に農業者が残っていくための予算に組み上げられておらないと思います。

きのうの議論の中でも、ため池の整備のあの石積みが、農業を守ってい

くウルグアイラウンドの中から出てきた政策であることを私は初めて知り

ました。果たしてあのことが、世界の農業の自由化の中で生き残っていく
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本当の施策になるのかどうか不安であります。本当に山を守り、農地を守

り、海が守られていく具体的なビジョンを、市長はやはりすばらしい理念

を持っとるわけでありますから、示すべきではないでしょうか。市長の現

在やっていることと私が提起したことの中でお答えをしていただきたいと

思います。

２つ目は、関西新空港の陸上飛行の問題であります。

この時点で１６万回を海上だけを飛ぶから公害がないんだと、市民にも

私たち行政にも言ってきた国の問題であります。今この問題は、泉南市民

が、よし陸上を飛んでもいいやないかと言わない限り飛べないという状況

にあると私は思います。その時点で国や運輸省の自己解決能力は失ってい

るのが、現在の時点ではないでしょうか。

そうなってまいりますと、１兆円でやると言った事業が１兆 ４，３００億

円、そして１６万回飛べると言ったその予定計画が十二、三万回で飛べな

いというその事実は、重大な責任問題であります。この責任問題を地元の

市長として、運輸省や国の言うことを信用して埋立同意を与え、関西新空

港ができることに道を開いてきた、その市長の責任からいっても、国の責

任を問い、その決着があった中で、さて陸上を飛ばないと言ったけれども、

陸上を飛ばしてくださいと、そういうことをデータを示して私は言うべき

だろうと思います。まず、その現在時点での国や運輸省に対する責任問題

をどうするのかをお聞きしたいと思います。

次に、航空機の環境基準であります。前回のテスト飛行のときも５８デ

シベル、その後１３分後に飛んだ一般機が６５デシベル、もうそこに既に

７デシベルの差があります。航空機騒音というのは音の高さで規制するの

ではなしに、加重平均、例えば６５デシベルであれば １，６００回１日に音

がそこに聞こえなければ航空機騒音基準はクリアしていると言われている、

被害を受ける住民から見れば全く納得のできないものであります。

ちなみに、私たちの周りにある工場騒音や道路騒音は、夜１０時を過ぎ

ますと昼の騒音規制よりも１０デシベル低く抑えられて４５デシベルにな

ります。４５デシベルに対して、６５や最高に出た７１デシベルというの

がいかに大きな音かということを１つの例で示しますと、６５デシベルで

１，６００回飛べるものが、６８、３デシベル上がるだけで８００回しか飛

べないということになるわけです。だから、音の１デシベルアップという
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のは３割アップするという、そういうことにもなりましょう。

それを言うまでもなく、我々は夜は静かなところに暮らしたいというの

は当然であります。そういうような生活騒音の４５デシベルと航空機騒音

の高い音との関係を十分に市民に説明して、市民がその中で生活をしなけ

ればならないわけでありますから、そのことを納得した上で陸上飛行いい

やないかということであれば、民主主義ですからそれは受け入れても私は

いいと思いますけれども、そういうことを十分に市民の皆さんにも説明を

して、そして市民の皆さんの声を反映して議会や行政が動くべきではない

でしょうか。

残念ながらこのような具体的な議論は、私もうかつにも知りませんでし

た。基準内であれば人間に被害がないと思っておったからであります。し

かし、そのようなことを調べてまいりますと大変な矛盾がある。これから

議会でも十分議論して、間違いのない判断をしていかなければならないと

思います。このことに市長はどう感じられるのか。

次に、住宅の払い下げについてであります。

７期２８年前の上林町長時代からの問題で、６期前の浅羽市政のときに

議会の同意を得て、今問題になっております３団地を含めた１３団地の住

宅の払い下げをすることを決定いたしました。しかし、その後、稲留市政

になっても、この３団地だけが払い下げができなかったわけでありますけ

れども、これは前回の稲留議員の市長時代のときの発言から、明確に３団

地は必ず払い下げをするといったことを表明をしておったということが明

らかになりましたし、行政からのこれまでの答弁でも稲留市政時代までは

払い下げ方針であり、そのことが住民にも明確に約束されておったことは

認められております。

その後を受けた平島市政が、住民に説明することなく建てかえ計画を立

ててしまったわけであります。これも行政のこれまでの何回の答弁の中で、

これは決定したものではなしに、マスタープランをとりあえずつくって説

明をして、住民の理解をそれから得ようとするという、そういう位置づけ

だという説明があります。しかし、補助金を受け取るわけでありますから、

なかなかそうならないとは思いますが、行政のスタンスはそういうことで

あります。

上林町長、浅羽市政、稲留市政というこの長期にわたる払い下げ決定の
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行政の行為をひっくり返すようなことは、私はとてもできないと思うわけ

であります。もしするとするなら、大変な犠牲を一般住民に与えることは

当然であります。また、そうしなければその問題は解決しないでしょう。

そこまで一般市民に負担をかけて、このことができるようには思いません、

財政問題１つとっても。そして、いまだに現実的には市長が一昨年の１２

月に建てかえを決定したにもかかわらず いろんなことを考えて決定し

たんでありましょう。にもかかわらずいまだに解決しておらないこの現実。

私は、柔軟に市長は自分の判断が誤りであったということで、この長い歴

史を踏まえて基本的な考え方は、この任期中に行うべきだろうと思います。

人間は誤りを認めることほど崇高なことはありません。正しいことを主

張し突っ張るよりも、自分の誤りを認めることほど私は人間の行為として

崇高なものはないと考えるものであります。それは、人間は間違いを起こ

すものだからであります。市長の歴史的な１つの明快な判断をぜひお願い

をしたいと思います。

住民の方は、２０年以上も待たされたあげく、本当に命をなくしておる

人もおりますし、これからもいつ命が絶えるかわからない人がおることを

考えたときに、人間としてやはり判断をしていただきたい。市長の判断が

ほんとにきょうまで実現されなかったわけですから、これは市長を責める

わけじゃなしに、先ほども言いましたような、やはりその人たちが安心で

きるような判断をしていただきたいし、それができるのは向井さんだけで

あります。

次に、墓地問題で質問いたしますが、墓地問題は現在でも工事にかから

れておりません。いまだにあの土地はあいたままであります。先ほどもい

ろんな議論がありましたが、申請の中に間違いがあれば、やはりその許可

は私は無効だろうと思うわけですが、あの中に書いてある徳島県の三好町

にある、行ったら活動実態のない多聞院別院が、ここでほんとに信徒のた

めに墓地が必要だということは、もう客観的にも言えないでしょう。それ

は申請理由に私はうそがあったんだろうと思います。

しかも、その土地は、まだ現在時点では確認しておりませんが、許可さ

れた後も随分長い間まだ他人名義でありました。恐らく今も他人名義では

ないかと思いますし、その土地たるや、９億円の抵当権や大手ゼネコン大

成建設や大林組などが１４０億円を超える根抵当仮登記というのを打たれ
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ております。

そういう土地に、やはり宗教というのは人間の崇高な１つの精神に根差

し、本当に政治で救えない、本当に助けを求める人の最後のとりでとして

宗教があると私は理解しとるわけですけれども、そういうところがそうい

う崇高な任務を担うということで守られている権利を、私はいやしくも金

もうけのためや、また地域の市民を混乱に陥れるようなことを絶対にして

はならないと思いますし、行政には一定の限界はあると思いますけれども、

そこは今住民が歯を食いしばって自分でお金を出しながら、労力を出しな

がら反対運動を行っておるわけであります。

市長の、場所的にも適当でない、泉南の都市づくりからいっても好まし

くないというこの願いとは合致するわけでありますから、市長も一市民と

してもこの運動にかかわり、将来の人たちに禍根を残さないような、そう

いう動きをぜひしていただきたいし、きょうも反対をしておられる住民の

方がたくさんお見えでありますけれども、この人たちが少しでも元気の出

るような市長の温かい言葉をぜひお願いをしたいわけであります。

次に、スタッフ管理職の問題でありますけれども、部長及び次長とか参

事さんという、いわゆる部長さんクラスの方が泉南市には、若干数字が現

在前後しておるかもわかりませんが、３４名、課長さんや課長代理 課

長代理は管理職でないと行政の中では言っとるようでありますけれども

が１５６名。スタッフ管理職といえば特別な任務を与えられて仕事をす

る方のようでありますけれども、条例上もそういう必要があるときには置

くことができるという、ずっと置ける状態でない管理職であると思います。

このことにきちっとやはり市民にわかるような説明を私はしていただき

たいし、まずすぐできることからお願いしたいのは、このスタッフ管理職

の決裁印をすぐに私は廃止していただきたいと思うわけであります。やは

り経費の節減もさることながら、決裁スピードが遅いというのも私は市民

に大きな問題を残すと思います。市長の強いリーダーシップの中で行政は

能率的な行政を進めるわけでありますから、議会との関係では十分な時間

をしての論議が必要でありますけれども、行政の中においては、一たん決

定したものについては速やかに行政を執行していくということからすれば、

その責任のある人をスリム化し、私はスタッフ管理職の決裁はやめるべき

だと思うんですが、その点と、今言ったスタッフ管理職の整理ですね、そ
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ういうことはどのように考えるのか、お答えいただきたいと思います。

最後でございますけれども、ダイオキシンの問題で、これはほかの議員

もたくさん取り上げておられます。前回といいますか、テレビの中でもダ

イオキシン問題が、単に発がん性というだけではなしに、ホルモンに影響

を与えるということで、大変な問題だということが言われております。そ

して、そのメカニズムはよくわかっていない。そして、我々の出したこの

公害というような、化学物質による公害の問題は、もう既に何十年も前に

出したものが今影響しておる。まさしくこれからの未来の子供たちに大き

な不安を与えていくことでありましょう。私たちが今どれだけ減量化して

も、それが間に合う状態でないという現実があると思います。

しかし、私たちが汚してきた、いや私たちの前の世代が汚してきたかも

わかりません。しかし、それは今やらなければならないと思いますし、私

は、いろんな問題がありますけれども、やはりごみを減量化していく。先

ほどの私の町づくりの１つのプランの中にも、ごみをゼロにするという、

そういうことも１つのテーマに入っとるわけであります。

ごみは、やはり使い方によっては燃料になりますし、大きな意味では肥

料も１つの燃料であります。だから、そういうものになるものにしか素材

を使わない。そのことは簡単にできることでありますし、行政がお金を使

ってやることではないと思います。私たちが商品を買う場合に、やっぱり

１００円のものよりも同じものであれば５０円のものを買うと思いますが、

当然そこに処理費用ももし商品に付加することになるならば、やはりより

安いものを買うときに、私はそういう害の出るような材質を含んだものは

買わなくて済むんではないか。だから、当然物をつくったときにそのトー

タルコストをやはり商品価格にかぶせる、乗せるということを、基本的に

は市長の立場ではすぐはできないかもわかりません。宣言的にも泉南市長

はこういう理念のもとに、泉南で売られるものについては、すべての商品

にその商品が最終的に処理するコストを全部そこに乗せていただきたい。

そして、市が膨大な金をかけて処理をしておる処理費用を、そういう商品

や企業にやっぱり負担さすべきではないでしょうか。

ダイオキシン問題が燃焼管理などで高温で燃やせば処理ができるという

ようなことを言われておりますが、それは当然お金がかかり、高温にすれ

ばするほど炉の寿命を縮めるわけでありますし、今回泉南市が何をさてお
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いてもやると言われておりますバグフィルターの 要するに電気集じん

器と思うんですが、そういう飛灰の除去を炉をつくるぐらいの金をかけて

今やろうとしておるわけであります。それよりも原因から断つ、もとから

断つということを考えるならば、やはり市長はメッセンジャーでもありま

すし、そういうことをきちっと理念的に訴えて企業にも協力を求めるべき

ではないでしょうか。

この問題が起こりまして、泉南市が３月の広報にダイオキシン問題でこ

の機会をとらえて、これを本当にチャンスとしてみんなにダイオキシンに

対しての関心を持ってもらおうということを表明されて、私は大変期待し

ておったわけでありますが、ほとんど危機感を持つような広報にはなって

おりません。⒈９ピコグラムですか、１兆分の１が１ピコグラムらしいん

ですけれども、微量なだけに、微量でも影響があるということで重大な問

題ですし、先ほど言いましたようなホルモンの影響については、もっと微

量でも影響があると言われとるわけでありますから、一部の中には微量だ

からそんなん信用できるんかいなという話もあるわけですが、日本の検査

技術というのは、私はそれほどラフではないと思います。

そういう点で、もとから汚れを断つということで、処理困難な材質につ

いてはやはり使わないようにしていくと。これは現在の廃棄物処理法でも

そういう精神になっとるわけですが、実効的な法律にはまだなっておりま

せん。宣言的なことになっておりますので、これも地方から、青森県の知

事や沖縄の知事のように、やはり地方から国の問題を指摘して、泉南市が

そういう点で注目されるようにしていただきたい。

最近は泉南市のいいニュースも全国版で報道されております。東京で見

ました。入札者を倍にして半分抽せんするというのは、私、東京に偶然行

っとって、東京であの新聞を見たわけであります。大変うれしかったです。

また、おとといですか、東議員の質問に対して、入札後であれば予定価格

を公表すると言ったのも全国版で出て、私は泉南市の市長の１つの姿勢が

伝わってると思うわけであります。

しかし、先ほど言いましたように、どうしてもそれは漏れるわけですか

ら、やはり初めから下限価格も決めて、そしてそこに重なったときにはく

じ引きをすると。そして、公共工事はどうしても競争だけというんじゃな

しに、地元の育成ということがあるわけですから、万遍なく地元の業者に
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仕事を回す。そして、やはり公共工事だけに頼るような業者じゃなしに、

民間の仕事も７割ぐらいしていただいて、３割ぐらいを公共事業でしてい

ただくとか、そういう政策的な方向性がやっぱり必要ではないかと、私は

そのように思います。

ちょっとした意見も申し上げまして、市長の明快な答弁をよろしくお願

いをいたします。

○議長（巴里英一君） ただいまの小山議員の質問に対し、理事者の答弁を求

めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 小山議員の御質問に順次お答えをしていきたいという

ふうに思います。

まず最初に、まちづくりの基本の部分でございます自然と共生のまちづ

くりという中で、泉南市内の海とか山とか畑とか田んぼ、こういうとこか

らとれたものを生かすようなまちづくりをしていってはどうかということ

でございますが、私もそのように思っております。

どう生かしていくのかというのは、なかなか手法的に一度にいかない部

分があるんですけれども、若干時間をいただきますと、泉南の農業という

のはこの泉州地域でも大変盛んでございまして、特に泉南市からとれる農

業というのは、この泉州地区で見た場合でも里芋は第１位でありますし、

フキも第１位であります。またブロッコリーが第２位、タマネギも第２位

であると。レタスも第２位、キャベツが３位というように、大変活発な生

産をされておられます。

また、特に最近新しい産業として定着してまいっております切り花に至

りましては、泉南ブランドというのは大変有名になってきております。こ

ういうパンフレットもありますけれども、この中でアイリスですね。これ

は全国シェアがこの小さなまちで６％の出荷量があると。また、フリージ

アにつきましても全国のシェアが２％、その他チューリップでありますと

かユリ、それから洋ラン、デンドロビウムですね、こういうものが非常に

盛んに行われてまいっております。

また、漁業におきましては、御承知のように一番漁獲量の多いのはアナ

ゴでありますけれども、アナゴを筆頭にカレイでありますとかシャコであ

りますとかシラスですね、こういうものがたくさんとれているという結果

が出ております。
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したがいまして、こういう地元でとれたものをどう生かしていくか。あ

るいは、これを１つの産業として市内の方に味わっていただくのはもちろ

んでございますけども、広く泉南外の方からも御利用いただくかというの

は、大きな課題であるというふうに思っております。

そこで、私どもの方はこういう地元でとれたものを味わっていただくな

り何なりできるような施設といいますか、そういうものがぜひ必要だとい

うふうに思っております。

１つは、前にも言ったかもわかりませんけれども、道の駅のようなもの

を設置をして、そこで地元のいろんなこういう漁獲類あるいは農産物を販

売するとか、あるいは今年度から実施をいたしております国定公園の堀河

ダムの奥に紀泉ふれあい自然塾というのができますけれども、ここは滞在

型の自然との触れ合い、体験学習の場となるような設備でありますけども、

こういうものができた場合、そこでの料理の中に今御指摘ありましたよう

な産物をぜひ使っていただくとか、あるいはおみやげ品としてこれを販売

していくとか、こういうことが可能になってくるわけでありますから、そ

ういうところにぜひこの地元の産品を並べて、そして御利用いただけるよ

うにしていきたいというふうに思っております。

それからまた、観光の面でも金熊寺の梅林に見られますように、行政に

頼ることなくみずから自分たちでまち起こしをやろうという運動も定着を

してまいっております。自分たちで大変御苦労いただいて、周回の自然歩

道とかあるいは水の供給施設とか、こういうものをつくっておられます。

私も何回かお邪魔をして、いろんな地元の方とも意見交換をさせていただ

いておりますけども、そういう新しい動きというものができ上がってきて

おりますので、できるだけそういうことを助長しながら、そして泉南市の

新しい観光、あるいは地場の産品の振興につなげていけたらというふうに

思っております。

それから、御指摘ありました具体的なビジョンづくりということでござ

いますけども、先ほど来から言っておりますように、私のキャッチフレー

ズ 披瀝ありましたけども、自然環境を生かしたまちづくりをしていき

たいと。海には海のよさもありますし、里には里、山には山の自然特性が

あるわけでありますから、そういうことを十分認識をした上でのまちづく

りを今後とも進めてまいりたいというふうに考えております。したがって、
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この部分については、小山議員の御意見と方向は同じ方向を向いていると

いうふうに思っております。

次に、関西国際空港の問題についての飛行経路の変更に至る経過の中で

の運輸省の責任ということでございますけども、これについては私も何回

も運輸省にも指摘をし、そしてその原因を追及をしてまいりましたけども、

なかなかきっちりと理論的に説明が、十分私自身納得いただけるような説

明というのはなかなか出てまいっておりません。

強いて出てまいっておりますのは、当時のこういう環境アセスの予測技

術には限界があって、そして机上の予測をしたということであります。そ

の後、立体シミュレーションが開発をされて、三次元の立体的なシミュレ

ーションが可能になったと。その中でやはり着陸あるいは離陸の間隔、便

数、そして航路等に問題があって、どうしても限界が当初考えていたより

相当早く出てきたと、こういうような説明でございました。

もう１つは、全体的な日本の航空路網の中の岡山ルートと、それから潮

岬のルートですね、このルートが飽和状態になったという、この２点を挙

げておられました。

運輸省は我々に対しまして、極めて率直に陳謝をされたわけであります

けども、陳謝は陳謝としていいんですけれども、その過程がなかなかはっ

きりと理論的に説明いただけなかったというのは非常に残念に思ってると

ころでございます。ただ、そういうことばかりにこだわっておったのでは、

現実に十二、三万回で限界であるということでありますから、１本の滑走

路のキャパシティーとしての１６万回に至らないわけでありますから、や

はりこれの解決策ということも考えていかなければいけないというふうに

思っております。

運輸省の方で今回陸上飛行ルート、大津ルートと河和ルートが発表され

たわけでありまして、この前第１回の実機飛行調査が行われました。私も

早朝と夜間、海岸べりに行きましてこれを目で、あるいは耳で確認をした

わけでございますけれども、泉南市の場合は滑走路のすぐ横でありますか

ら、通常の定期便とこの特別な飛行ルートに対応した試験飛行のデータと

は、そう大きな顕著な変化はなかったというふうに考えております。

ただ、陸上ルートについては貝塚から進入してということでありますの

で、そちらの方でも騒音測定なり観察がなされております。また、いずれ

－２１８－



にしても１回だけでこれを判断するということは到底できないわけであり

ますので、再度の飛行調査をされるというふうにも聞いておりますから、

そういうデータの蓄積と、そしてその結果に基づいた専門家会議の意見を

十分配慮しながら、我々としても判断をしていかなければいけないという

ふうに考えているところでございます。

それから、市営住宅の払い下げ問題について、歴史的な経過については

もう何度もこの議会でもお話しございましたから、重複は避けたいという

ふうに思います。

最近の動きといたしましては、過去の経過認識というのは双方それぞれ

一定期間の中でできたというふうに思っております。ですから、今後はこ

れの円満解決に向けて前向きにお互いに提案をし合っていこうということ

を確認をいたしたところでございます。

その中で、私どもは１つのテーマとして、一定期間の借地契約をして、

その土地に住宅を建設して建物を分譲するという、いわゆる定期借地権つ

き住宅制度について御提示さしていただいたところでございます。ただ、

この問題についても、定借を使うと仮になっても、その中でもいろんな方

法がありますから、これについては制度上の問題も含めて大阪府の方とも

今協議をいたしているところでございます。ですから、これらについてま

た入居者の皆さんとのお話、あるいは入居者の皆さん方からの御提案なり

を十分いただきたいというふうに思います。

加えまして、払い下げを希望される方、あるいはそうでない方もおられ

るように承知をいたしておりますから、そういう皆様方の種々お考えとい

うものを率直にやはりお聞きをしなければいけないというふうに考えてお

りますから、早い時期にヒアリング調査をさしていただきたいというふう

に考えております。それは市の責任で行います。ただ、その調査項目等に

ついては、３団地の代表者もおられることでありますから、その方々とも

十分相談をしながら煮詰めた上で実施をしてまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、できるだけ円満に解決をしたいというのが私の

願いでもございますので、そういう方向で今後とも努力をいたしていきた

いというふうに思っております。

それから、民間墓地建設についての反対運動、大変御熱心にされている

というのは私も承知をいたしております。小山議員はその中に行政もある
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一定の支援ができないかということだというふうに思いますが、御承知の

ように行政というのは、やはり１つの基準、あるいは法、条例、規則、そ

の他によって行政運営をするという基本がございます。したがって、解釈

の中で若干の左右のぶれといいますか、範囲というのはあるといたしまし

ても、民間運動のように大きく法は法、しかし運動は運動ということは、

やはりすべきでないというふうに思っておりますし、またでき得ないとい

うふうに思っております。

ただ、この問題については、私自身も今回の場所については批判的な立

場にありますから、それはそれで行政の長として大阪府なり国に働きかけ

をして、要請をしていくということは、今後も努力をしたいというふうに

思いますし、根本的にはこの墓埋法自身にやはり問題があるわけでありま

すから、議員も御承知のように、この１月８日に知事あてに現在の法の改

正、あるいは制度の改善ということについて要望をいたしたところでござ

います。大阪府の職員も大変活発に動いていただいてるというふうにお聞

きをいたしておりますので、今後ともこういう働きかけは進めてまいりた

いというふうに考えております。

それから、ダイオキシン対策の中でごみの減量化の問題であります。ご

みは集めて燃やすという従来の発想があったわけでありますけれども、最

近ではいろんな処理の仕方が出てまいっております。本市の場合は、焼却

施設ということで焼いているわけでありますが、新設炉に変えましてから

相当年月も経過いたしております。当時としては電気集じん器で十分であ

った時代であったかというふうに思いますけれども、厚生省の方でも今回

新しくガイドラインを示されまして、ここ５年以内に１ナノグラム以下に

しなさいということが明示されました。

したがいまして、私どもも現在のある炉の改善をやはり早急にしなけれ

ばいけないということで、１０年度でこの改善のための調査を行います。

１１年度、１２年度で、これは当然国庫補助をいただくという前提があり

ますけれども、１１年度、１２年度で改善をしていきたいというふうに考

えております。これは既に焼却炉があるわけでありますから、その中での

改善ということで、一般的に効果があると言われておりますバグフィルタ

ー等への変換ということをひとつ考えていく必要があるというふうに思い

ます。
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今後、ごみが人口の増とともにふえてくるということになった場合の処

理の仕方ということについては、燃やす案、それからあるいは固形化する

案、固形燃料化する案とか、最近はたくさんありますから、いろんな角度

から検討をしてまいりたいというふうに思っております。

あわせまして、減量化という中では分別収集の徹底を行っていきたいと。

大阪府下でも昨年の４月からペットボトル分別をやりましたのは、泉南市

がやはりトップを切って阪南市とともにやっているわけでありますから、

そういう意味では先駆的にこれもやっております。大分徹底をしてまいり

ました。ですから、こういう制度をやっぱり十分ＰＲしながら、きちっと

市民の皆さんの御理解のもとにやらないと、せっかくのこの減量化自身が

とんざしてしまうということになりますので、ぜひ御協力をお願いしたい

というふうに思います。

ダイオキシン問題は、この間もテレビでやっておりましたけども、市民

の皆さん、住民というのは加害者であり被害者であると、こういうふうに

言われておりました。ですから、まずみずから出す、その姿勢の中でさっ

き言われましたような分別をきちっとやっていただくとか、あるいは有害

性のものをできるだけ使わないとか、そういうことをぜひお願いをしてい

きたい。一方、処理をする側は当然いろんな改善をしていかなければいけ

ないわけであります。

それと、環境の問題に関連しまして、泉南市としてもこういう問題に積

極的に取り組むべきであるというふうに言われました。私もこの前から環

境という問題はやはり２１世紀の１つの大きなキーワードであるというふ

うに考えておりますから、早速泉南エコオフィス行動計画をつくっており

ますが、４月から実施をしたいというふうに思っております。

この中で、エコライフの推進が１つと、もう１つはグリーン購入の推進

ということを挙げております。これもまず身近なところから行っていくと

いうことで、まず職員といいますか、泉南市行政から行っていきたいとい

うふうに考えておりまして、その中で特に電気関係、あるいは冷暖房関係、

電話関係、あるいは消耗品関係、そして会議とか、その他の時間の問題と

か、あるいは車の問題、公用車の問題、こういうものも可能な限り低公害

車の導入を進めるということにもいたしておりますし、またアイドリング

ストップ等、不必要なアイドリングは行わない、あるいは急発進、急加速
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をしないというようなことも含めて、きめ細かく取り組んでいくことにい

たしております。

それから、配付書類につきましてもできるだけ量を減らすということで、

いろんな議事録等も含めて、部に１つというふうにいたしております。そ

ういうことで、できるだけ使用の紙類も減らして、やはり削減をしていく

ということが大切だというふうに思っております。

それと、グリーン購入、グリーン調達については、先般も御質問ありま

したように、エコマーク商品でありますとかグリーンマーク商品を使うと。

これはエコノミー、コストだけをとらえるんじゃなくて、コストも重要で

ございますけども、やはり今度は環境を第一に据えて購入、調達をしてい

きたいというふうに考えているところでございます。

それから、廃棄物ゼロの社会を目指すというお話がございました。これ

はいわゆるゼロエミッションであります。これは各地域でモデル的にやら

れてるところもございます。先般も紹介したと思いますが、屋久島あたり

もそうでございます。ですから、そういうこともいろいろ念頭に置きなが

ら、できるだけごみそのものを出さないでうまくリサイクル、回転をして

いくというような社会づくりというのが、これからのやはり大きな課題だ

というふうに思っております。

あるコンビニエンスストアでは、全国的にもうごみは出さないという方

針を決めたところもあるわけでありますから、そういうことも含めて我々

行政、一般家庭だけではなくて、そういう産業を担っていただいている方

々に対しましても、今後啓発、協力をお願いをしていきたいというふうに

考えております。

○議長（巴里英一君） 市長公室長。

○市長公室長（細野圭一君） スタッフ管理職のあり方についての御質問にお

答えいたします。

職階制についてでございますが、行政需要が増大し、事務事業が複雑多

様化する中で、部課長の職務の範囲が拡大し、市民の皆様に迅速かつ的確

にこたえていくために、部課長への補佐的な役割として配置してきている

のが実情でございます。実数で申しますと、部長級は参与を含めまして現

在１７名、それと課長級を中心といたします管理職、これは１００名が実

数でございます。
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また、スタッフ職の配置につきましては、基本的には重点的、緊急的な

特命課題に対応するために配置してきております。配置に当たりましては、

組織の中で十分仕事ができる体制になっているのか、権限もない中途半端

なポストになっていないかなど慎重に見きわめた上で、今後とも組織、機

構の見直しとあわせまして、適切かつ効率的な配置に努めていかなければ

ならないと思っております。

御指摘のように決裁スピードが遅くなって、そのために市民サービスが

低下を来さないように努めていくのは当然でございまして、そのことにつ

きましては、改めて周知いたしたいと思っております。

以上です。

○副議長（上野健二君） 小山議員。

○３番（小山広明君） 耳の底に残っとる間にちょっと言いたいんですが、細

野さんね、どうするかというのが全然伝わってこないんですよ。だから、

あなたはスタッフ職についてはどう言ったんかよくわかりませんが、どう

なっていくのかね。僕は決裁印はもう取らなくていいんじゃないですかと

具体的に提起しとるわけですから、それぐらいのことはすぐできるでしょ

う。当然スタッフ職というのは、そのラインである課長のもとにある、独

立してないわけですからね、課長の決裁でいいんじゃないかと。次長も、

次長というのは部長のもとにおるわけやから、部長の決裁でいいんじゃな

いか。そういうことを具体的に言うとるんだから、それはどうするのかね、

してくださいよ。

それから、先ほど部長は参与も含めて１７と言うけども、部長は何名で、

参与は何名と。そして、その参与はどうしても要るのかどうかですね。私

はやっぱりもっと 泉南市は６万 ２，０００、堺でも大阪でもいろんな行

政体ありますけどね、もう少しそういう点はスリムにして簡素化した方が

いいと思いますよ、決裁の面からいってもね。決裁の件でもどうかという

のは、ちょっとあなたの答弁わからないですよ。だから、それはもうそう

いうスタッフ管理職の決裁印は、正式な書類からは省きますとか、省きま

せんとかね。

それからもう１つ言うのは、スタッフ管理職の人数は正規のラインの人

数に対してそれを超えないとか、それの半分にするとか、何か縛りがなか

ったら、ほんとに広がりっ放しになるんじゃないですか。そこだけはっき
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り答えてください。

○副議長（上野健二君） 細野市長公室長。

○市長公室長（細野圭一君） 実数で申しますと、部長が１２名、参与が５名

ということでございます。

それと、御指摘ございましたが、決裁の事項につきましては、内容等を

今後検討した上で、議員御指摘のように合理化に努めていくのが課題であ

ると思っております。

それと、当然スタッフ職等につきましては、できるだけふやさないと、

今後減らしていくという基本的な方向は、それは私どもといたしましても

行政改革の中でも確認しているところでございまして、今後はできるだけ

組織の見直しの中でそのスタッフ職についてもできる限り軽減していきた

いと思ってるところでございます。

○副議長（上野健二君） 小山君。

○３番（小山広明君） これは事務方の責任者というよりも、市長ね、これ姿

勢の問題ですから、スタッフ管理職を減らしていく方向であるというのを、

もうちょっと数字目標とか、やっぱり少なくとも市民に具体的なことがわ

かるような答弁してくださいよ。問題が問題ですよ、これね。

それから、今決裁印の問題もちょっともう１つよくわからないんですけ

どね、あるわけないでしょう、この人にもらわないかん理由が。公式な書

類でですよ。課長、部長が責任を持つわけですから、何でそこにスタッフ

的な管理職の決裁印を押す意味があるんですか。それは、集約は課長なり

部長がしたらいいじゃないですか。それは市長、基本的なわかる答弁をき

ちっとしてくださいよ、政治的な判断として。行政マンはずうっとそうな

ってきとるからね、なかなか現状をなぶるというのは僕は難しいと思いま

すけども、これからの行政改革の基本スタンスとしては、管理職をスリム

化していくというのは、これはやっぱりやらないといけないんじゃないで

すか。だから、どうやるんかということを、抽象的な答弁じゃなしに、き

ちっと数字目標を示すぐらいのことで、きょう示せなかったら、少なくと

もいつまでにその数字は示すとかね、そういう明確な答弁してください。

○副議長（上野健二君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） スタッフ職につきましては、特別ないわゆる特命事項

を行うということになっております。したがって、現在５名おりますが、
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今後は削減する方向にいたしております。ただ、どうしても必要な部署と

いうのもありますから、それは当然残すということになりますけども、基

本的な方向としては減らしていくという方向に立っております。

それから、決裁ですけど、これはラインとスタッフの関係がありまして、

ラインは当然通るわけでありますけども、スタッフについてはそのスタッ

フ職に関連する事項については、当然押さないといけない部分があるわけ

でありますけども、それ以外については簡素化をしていきたいというふう

に考えております。

○副議長（上野健二君） 小山君。

○３番（小山広明君） すぐここで具体的な答弁のできない問題もあるでしょ

うから、その具体的な答弁はこういう形でちゃんとするとか、そういうや

っぱり答弁にめり張りつけてくださいよね。でないと、善処するとか、そ

の方向でやるというのは、全然わからんわけですから。

例えば、これは部長が今１０人、僕のはちょっと前の資料と思うんです

が、そう変わってないと思うんですが、部長１０人に対して参与・部長級

６人、次長が１３人、それから参事の次長級が５人という数字が出とるわ

けですね、これ。あなた方はその全体像をなかなか言わないからわからな

いんですが、これであると部長よりも、いわゆる一般的には部長クラスと

いうんですかね、それがやっぱり倍おるわけですね、１３の１９の２４人。

あなた方は、管理職とか部長級というのはまたちょっと違うニュアンス

を持っとるんだろうと思うけども、あなた方からもらった資料によると、

そういう参事、次長級と書いてあるのがね、そこまで入れると２４おるわ

けですわ。課長でも５３人に対して、課長級８人、課長級１７人 主幹

の課長級ですよ。それから課長代理が２７人、それから主幹の課長代理級

が１８人というように膨大にやっぱり多いわけですよ、課長という字がつ

くのがね。その辺を市民にもわかるようなやはり整理をちゃんとしていた

だきたい。これはちゃんと具体的に期限を切って、僕は行革の中心だと思

うんでね、ちゃんと説明をしていただきたいと思います。これは要望にし

ておきます。

それから、町づくりについてで、小山君とは認識が一緒だと言われたん

ですけどね、市長、先ほど僕言ったように認識は同じですよ。地球、自然

を大事にすると、これは人間すべて一緒だと思いますよ。しかし、やって
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ることはね、市長、そうなってないんじゃないですかということを僕は予

算の問題も含めて言ったんですけどね。

山に対する予算というのは、ほんとに微々たるもんでしょう。海でもそ

うでしょう。あそこからほんとに展望が開けるようなものはないし、初め

て今回日本で一番というのをいろいろ聞いたんで、そういうものは自信が

持てることやから大いにやっていいし、その実感がやっぱり市民にもちゃ

んと伝わるような、そういうアピールなり位置づけが私は必要だろうと思

いますし、私はそれを単に里芋を掘って泉南ブランドで売るというのもそ

れはもちろん大事ですけども、やっぱり食べ物はその土地で食べてうまい

ということが言われとるんですね。

やはりつくり方はプロだけじゃなしに、例えば私の家は余り料理が上手

じゃないですけども、やっぱり料理の上手な家があるんですわ。伝統料理

とかね。そういうものをもうちょっと、商品化すると言ったら語弊があり

ますけどね、そういうようにやはり手づくりの泉南の里芋の本当のおいし

いのは泉南へ来んと食べられへんよという、それはそうですわ。そういう

ようなものを、さっきも市長は何かセンターをつくりたいというようなこ

とを言ったから、これはぜひつくってもらいたいと。そういう泉南でとれ

たものをうまく料理をして。

僕はもっと進めて、つくることにも参加していけるような、それは泉南

市民だけじゃなしに、泉南にそういう潤いを求めてくるような、そういう

泉南をつくってもらいたいというのが私のイメージで、もうこれ以上は平

地なり自然はつぶさない、上に上げると。僕の今までの発想からいうたら

ちょっとあれなんですけども、とにかく立体的に下へ掘ったり上へ掘った

りして、平面をつぶすよりは私はいいんじゃないかなという１つのアイデ

アですから、それより市長もっと違うのがあればいいですけども、これ以

上山をつぶさない、これ以上農地をつぶさない、これ以上海をつぶさない

ためには、やはり必要なものは上へ上げなしゃあないわけですからね、そ

ういう発想なんですよ、私はね。

ほかの議員でも、そういうことに対していろんなイメージがあったら大

いに出して議論やりましょう。やじじゃなしに堂々とやりましょう。そう

いうことを私言っとるわけです。

それから、陸上飛行の問題です。市長ね、よう理屈ではわからんし、い
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ろいろ言いわけはしとるけども、行政というのはやっぱり強制的にお金を

取って、税金という形で強制力をもって取ってやっとるわけですね。そこ

で計画したものが、１６万回飛べますよと言ったものが十二、三万回で飛

べないというのは、明確な失敗です。失敗というかミスですよ、これ。過

大投資しとるわけですからね。これ、泉南市がうんと言わなかったらでき

ないでしょう、陸上飛行というのは。そしたら、向こうは全体構想はもち

ろんだけども、１期工事かて機能しないんですよ。このことは明確に、お

ろそかに地元に同意を求めてくるという姿勢については、市長はやっぱり

市民の立場に立ってピシッと目にわかるような責任をね。

やっぱり大蔵省でもいろんなとこでも接待をしたりして逮捕までされと

るんですよ。それだけ公務員の行動というのは厳しいわけですから、これ

だけ大きなうそをついたらいいんですか。１６万回やりますと言うて、こ

れは商品で言うたら詐欺じゃないですか。それはもっともっと厳しくやら

ないと、地元同意なり地元の説明会なり、一体何だったんですか、あれは。

そうでしょう。もうこれはそんなことばっかり言うとっても仕方ないから、

解決をしないかんと。だから陸上飛行を検討するんだ そんな話じゃな

いでしょう。そういう基本的な姿勢を改めない限り、陸上をやったって解

決しないですよ。

あの問題は、１６万回飛んで採算が合うかどうかの問題なんですからね。

単に陸上を飛んだら済むという問題で、あらゆることの破綻、基本的なこ

とが崩れとるわけですからね、もうちょっとこの辺のめり張りをつけた地

元自治体、泉南市の責任者として国に対してちゃんと物を言って、ちゃん

としたものがあるまではその検討はしないと言ってもいいじゃないですか。

ずるずると、これは陸上飛行を前提としないでは、だれも市民はわかりま

せんよ、あんなもん。運輸省は陸上飛行新経路案を検証するために実機飛

行をやりたいと。地元はどう言っとるかといったら、実機飛行テストは陸

上を前提としてないんだと。そんなもん通りますかいな。

だから、もうちょっとその辺のミスについてはきちっと 最近はよく

謝りますよ、国はね。しかし、謝って本質的に直すんじゃなしに、謝って

そのまま行くというのが大きな不信になっとるんですよ。ごめんなさいと、

そのまま行くと。泉南市でもよく似たケースありますよ、それは。だから

謝るということはいかに重大なことか。だから昔の役人は謝らなかったん
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ですよ、ある意味でそれが怖いから。今の役人は簡単に謝って、そのまま

行けるから簡単に謝るんじゃないですか。ここで１つ市長の責任を追及し

て、謝ったときには大変になるから、昔の職員というのはそれだけ責任感

持っとるから、少々誤っとったと思っても謝らなかったという弊害はあり

ますよ。しかし、それを逆に解すならば、謝るということは大変なことだ

ということで真剣に物事にかかわるという姿勢があったんじゃないですか。

しかし、今の役人さんなり公務員なりは、それ僕は感じられませんね、今

の陸上飛行の問題１つ感じとったら。そう思いませんか、市長。さっきの

市長の答弁では僕は納得できないんですけどね。市民も納得できないと思

いますよ。

○副議長（上野健二君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 前半の自然との共生の問題は、考え方は一緒だという

ふうに思いますね。（小山広明君「それはもういいですよ」と呼ぶ）です

から、あとは手法の問題だというふうに思いますから、これは立体的に伸

ばすというのは私と若干違いますから、それだけ申しておきます。

それから、飛行ルートの問題は、確かに私も関空協で運輸省等来たとき

には積極的に発言をして、疑問点をただし、また過去の経過からしておか

しいものはおかしいということの指摘をいたしております。

ただ、当時、やはり時代は移り変わっていって、科学技術の進歩という

のが一方であるわけでありますから、その時点時点で最善の努力をしたか

どうかというのが一番のポイントだというふうに思います。ですから、当

時はそういう三次元の立体的なシミュレーションシステムというのがなか

ったというのは、それはそうだというふうに思います。それならば、平面

机上でやったとしても、その辺まで見通せなかったのかということを申し

上げているわけでありますけども、それは運輸省はそこまではわからなか

ったと、非常に不明であったと、不明をわびるというふうに申しているわ

けであります。

しかし、現実に空港ができ、既に飛行機が飛んでいるという中で、十二、

三万回で限界であるということのこの問題というのは、やっぱりこのまま

放置はできない。一方でやはり解決をしていかなければいけないという問

題があるわけでありますから、その中でどういう解決をするかということ

に今なっているわけですね。運輸省は陸上ルート案を出してまいりました。
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私どもは、その陸上ルート案に対して、特に３点セットの原点、これは守

りなさいよということを申し上げているわけでありまして、その中で実機

飛行テストを行ったということであります。これはまだ結論の出てる話で

はございませんので、これから何回かされるというふうに思いますけども、

そういう結果を十分注視しながら最終的な判断をしていきたいというふう

に考えております。

○副議長（上野健二君） 小山君。

○３番（小山広明君） 僕の聞いてないことはもう答弁せんといてくださいね。

僕はその後をね、問題があって解決せないかんというのは、そらそこに行

くべきじゃないということを言っておるんです、先にね。だから、これは

わからない。市長も僕は恐らくわからんと思うんです。これ、なぜそうな

ったのか。海上だけでいけると言ったのが、単に予測ができなかった

僕ね、予測ができないというときにとる行為は、安全を考えたりするわけ

ですから、むしろ逆になるんですよね。だから、いろいろ実態的な予想が

できない、机上計算しかできないときには、このわからない部分というの

はわからんわけですから、それは物すごく安全の方に行くんですよ。僕、

それは前から言っとるんですね。だから理由がわからないと。

だから、これはあの当時、陸上を飛ぶと言ったらとてもつくることがで

きなかったと、あの状況の中でね。だから、そういうことも僕はあり得る

と思うんですよ、人間のやることだから。大蔵省にしても銀行にしても、

あれだけ我々はある意味で信頼をしておったところがあんなことやっとる

わけですからね、人間って間違いを起こすものですわ。それをまたぞろそ

ういう言いわけ、不明をおわびするとか、何もない。このうちの議会でも

そんなん通らないでしょう、ただ謝るだけだったら。まず、事実をきちっ

と解明した上で、その上で今後やらないということが議論なんですよ、市

長。

ほんと今、地方の時代が問われとる。地方からおかしいことはおかしい。

国でもきりきり舞いするような状態なんです、今。あなただけじゃないで

すよ。市民みんなが物言う時代になってきたときに、上が言うからそうで

っかというような時代でもうないですよ。

だから、そこをやっぱり不明を、わからない わからなかったら安全

があるんだから、１６万回もそれは僕が聞いたとき言ったでしょう。滑走
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路の能力だったと言ったでしょう。滑走路の能力を実際の飛ぶ数にします

か、普通。しないでしょう。能力はそうだけども、空域とかいろんなこと

があるから、能力は１６万回だけども、実際飛ぶのは１０万回というのが

普通じゃないですか。それは中学生でもわかりますよ、そんなん。

だから、そういうことはちゃんとやってくださいよ。物ができる、でき

んはみんなの合意だからいいんですよ。しかし、やはり真剣な議論のイロ

ハはちゃんとやってください。市長、ほんとに運輸省がびっくりするよう

な発言してください、今。当然できますよ、それは。もうちょっとこの陸

上をね、海上だけでいけると言ったことが、これでは納得できないと。で

ないと、陸上飛行がどうかこうかという判断は一時棚上げしますと、そこ

で言ってくださいよ。それは言えというから言うんじゃないですよ。当然

それはそうなるんじゃないですか。言えませんか。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私もこの陸上飛行ルート、関西国際空港を運用した中

の問題点ということについては、私なりに相当勉強もし研究もしました。

その中で、今回陸上ルートを導入するというルートについては、御承知の

ように２つの理由があるわけですね。

１つは、従来の岡山ルートと潮岬ルートについては、これは全国エリア

の話でありますから、もう飽和状態であると。これは当初予測したよりも

航空需要が全国的にふえてきたということで、これは私も理解できるわけ

です。

もう１つは、関空に限った話といたしましては、着陸あるいは離陸した

ときのその管制の中でエディーポイントがありますね。エディーポイント

が淡路島のいわゆる紀淡海峡の付近に当初設定をしておったわけですね。

そうしますと、着陸までの距離が相当長いわけでありますから、そこにタ

イムロスがあるというのもわかりますね。ですから、そういうことを改善

するということ。今回は明石海峡付近にそれを持ってくるということであ

りますから、それを持ってくるに対しては管制制度の精度の向上とか、い

ろいろあるわけでありますからね、（小山広明君「聞いとることにちゃん

と答えて。言うか言わんか聞いとるだけですから、言わないんなら言わな

いでいいじゃないですか」と呼ぶ）そういうことがあって今回のルート案

が出てきたわけであります。
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ですから、私は過去のそういう運輸省の態度については、非常に大きな

疑問と、それから不信感は持っておりますけれども、しかしながらこの問

題は解決をしていかなければならない。ましてや全体構想を推進するとい

うことからすれば、ぜひともこの飛行ルートの問題は解決をしなければい

けない課題だというふうに考えておりますから、今後その解決に向けて努

力をするという立場でございます。

○議長（巴里英一君） 小山君。

○３番（小山広明君） 私は、今の混乱した問題になってることを解決すると

いう議論は全然してないんです。それをするまでに、予測が甘いというの

も中身を言って、そういうことにならないでしょうと、予測が甘い場合に

は全部やっぱり。それは、もし地元がこれ認めなかったら２期もできない

し、１２万回もふえませんよ。それは事実でしょう。そういうイニシアチ

ブをあなた持っとるんじゃないですか。国はその点では地元次第になっと

るんでしょう。しかし、現実に１兆 ４，８００億の予算を投じたんですわ。

むだな施設をつくったのは事実じゃないですか。このことで運輸大臣の首

ぐらい取るぐらいのことでなかったら、次進んだらだめですよ。それを言

っとるんですよ。これだけ言っても、言うつもりないんでしょうからね。

次の解決を運輸省と一緒にやるんでしょう、あなたもね。やってください、

それは。そんなことでは通りませんよ。

それからもう１つ、工場騒音が深夜４５デシベルというのはわかってま

すね、これ。僕がさっき言った。それは法律ですからね。何でこれ、この

間５８デシベル、その１３分後に飛んだ一般機より、一番重い飛行機でや

ったはずが７デシベル低いんですね。この差はどれだけありますかといっ

たら、１デシベルしかないと言ったんですよ。１デシベルしかね。満タン

の重量積んだんと今回のテスト機の差は何ぼかと。燃料いっぱい積んだら

足が折れるから燃料は少ないんだと、その差は何ぼかといったら１デシベ

ルでしょう。しかし、現実に一般の普通の飛行機が６５デシベル。私たち

がやかましいときは電話してますから、一番多いのは、彼らが言った答え

は７１デシベルですわ。りんくうタウンのところでね。これ、６８と７０

といったら大変な差ですよ、さっき言ったようなことで。そういうことを

十分に市民に知らして、市民はそら２４時間その騒音の中におるわけです

から、現在でもすごくやかましいですよ。
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遠藤助役と偶然和泉砂川の駅で私ばったり会いましたけども、「えらい

大きい音ですね、助役」と言ったら、「へえ、これ何ですか」と言うから、

「これ飛行機の音ですよ」と言ったんですよ。それぐらい大きいんですよ、

やっぱり。だからこれがね、私は前に言いましたけども、子供さん、乳幼

児、またおなかの中にある子供さんへの影響、それからお年寄り、私も大

体５５で年とってきたから、ちょっとしたことで物すごいびっくりするこ

とがあるんですよ。これ、若いときなかったんやけどね。ちょっとした音

にハッとする。これ、やっぱり年とってくるとちょっと感覚変わってくる

んですね。

だから、やはりお年寄りなり赤ちゃんなりの音に関する感じ方は違いま

すよ。それが２４時間これからどんどん、今は十二、三万回ですけども、

１６万回、２６万回になってきたときに、泉南市がどうなるかですわ。だ

から、我々はより静かなところに住みたいという当たり前の願望を、私は

運輸省が間違ったことを幸いとして、泉南市がうんと言わなかったら、こ

れ以上の騒音はないわけですから、私はそういう判断をするべきと思うん

ですが、その工場騒音との関係性の中で、市長は市民にどのような具体的

な説明をされようとしとるのか。どうですか。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 航空機騒音と工場騒音、あるいは道路騒音等、基準が

違うわけでありますから、ＷＥＣＰＮＬ７０デシベル以下というのが１つ

の基準でありますから、それが１つの目安になるというふうに考えており

ます。

○議長（巴里英一君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから、市民の皆さんもきょう傍聴しとるからよくお

わかりですが、それは不親切な答弁ですよね。４５ホン、これ今度の専門

家会議の委員である安藤さんの書いた本ですわ。一番最後にこの方が航空

機騒音に触れとるんですが、「騒音によって睡眠が妨害される。実験的に

脳波などからの睡眠の深さを調べて行った結果では、騒音レベルが４０デ

シベル以上で影響が出てくると言われている」と。だから、４５デシベル

というのは根拠があるんですよ。しかも、工場騒音はずっと聞こえる。航

空機騒音はずっと聞こえない。しかし、私が先ほど言ったように６５デシ

ベルで １，６００回ですよ。６８になったら８００に落ちるんですよ。これ、

－２３２－



４５に直したら万になりますよ。これがピンポイントの音と言えますか。

あなたは空港によっていろんなものを、また自慢するものもあると思い

ますが、永久に泉南市民が航空騒音の中にさらされると。しかも、それは

陸上を飛ばないと言ってつくった飛行機がですよ、そのときの市長の判断

で陸上を飛ばすことになって、乳幼児から大人までが避けることのできな

い騒音の中にさらされると。その判断を今しなければならない、僕はそう

いうことにあるということを指摘しておきます。

では、次に住宅の払い下げ問題ですが、私、稲留氏がここで初めて質問

されたことで、改めて読んで感動しとるんですけどね、ほんとに人間とい

うのは時々人間に返ることがあるということを証明することが１つあると

思うんですが、やはり市長という立場ではなしに、人間という立場であら

ゆる人が考えること、その振れの中で私は人間は生きるべきじゃないか。

もちろん市長という絶対権力者の立場、多くの職員を抱えておる長にある

立場ということもあるけども、やっぱり人間としての立場が基本ですから

ね。

そういう点で、この住宅の皆さんに住宅問題について聞きたいというこ

とを言われまして、会合に参加したと。この問題が眠っている私を起こし

てくれました。泉南市のことはよく知っていると。私がかかわって果たせ

なかったこの住宅問題について言及したいということで、こういう人は僕

はそう多くおると思わないですよ。やはり市長をやめても市長で生きる人

は、僕はおると思いますよ。あれは市長のときだからと言って人間を出さ

ずにね。しかし、やはり人間は戻るところは人間じゃないでしょうか。市

長でも、ずっと市長をやっとるわけじゃないですからね。そして、やはり

市長という肩書でやったことについて、できなかったことを住民の前にお

わびするという、さっきから言う誤りを認めるということはやっぱり大変

なんです。そして、明確に稲留氏が今でも、私が市長という立場で払い下

げをしますと、二重地番が整理するまでお待ちくださいと明言しとるわけ

ですよ、これ。何の責任が住民にあります、これ。

あなたは、なぜ稲留氏はできなかったことを言わないんですかというよ

うな、いわゆる個人的な責任のなすり合いみたいにしてましたわね。しか

し、あなたは歴代のこのまちの長という今先端にあるんですよ。すべての、

上林さんから、浅羽さんから、稲留さんから、平島さんからの全部の責任
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を、１つの人格ですわ。命ですわ。上林さんを生まれたときの子供とする

ならば、小学校時代は稲留さんでしょう。青年期は平島さんでしょう。そ

の１つの人格じゃないですか。

その青年、二十のときに言ってきた約束を、わしはもう５０になったん

やから知らんと。それは言えへんでしょう、普通。あなたしか責任とるこ

とができないんですよ、この問題は。そして、７０世帯の方がどういう気

持ちでおると、あなたはいつも考えていらっしゃると思うけどね。そして、

あなたは先ほどどう言ったんですか。払い下げをしてほしくない人もおる

かもわからんみたいなニュアンスの話ししてましたね。しかし、あれから

何年たっとるんですか、この話は。そら気持ちは揺れてますよ。人間は現

実に生きなあかんのやからね。理念ばかり言うとったって生きていかれへ

んのやから。しかし、基本は払い下げるという歴代がやった市長の約束は

守りますと、その基本に立ってこの問題は解決していきますと。その中で

あなたが、いや建てかえしてもろてもいいですよと言う人がおったら、そ

れはいいじゃないですか。しかし、そこの整理はちゃんとしてやらないと

いかんじゃないですか。どうですか。

〔小山広明君「真剣な議論しましょうや」と呼ぶ〕

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私はいつも真剣にこの問題を考えておりまして、これ

以外でも幾つかの、前にも言いましたネガティブな遺産というものは引き

継いでいるわけですね。（小山広明君「日本語で言うてください。ネガテ

ィブなんてわからんです」と呼ぶ）負の遺産、マイナスの遺産を引き継い

でいるわけですね。それらは、済生会もありましょうけども、幾つかあり

ましたが、ほとんど解決に向けて来ております。

あと、この問題ですね。これも歴史的に見れば非常に長い歴史があると

いうのは、私も十分認識をしてるわけですから、何とか円満に解決をした

いという願いを持っております。そのスタンスで今もお話をしてるわけで

すから、建てかえをしますというような基本原則はありますけども、何も

強行してということを申し上げてるわけではありませんで、できるだけ円

満にいい方法がないかということで今協議をやっておりますからね。具体

に提案もしておるわけですよ。何もやってないわけではありません。です

から、それは長い何十年の歴史をこの一、二年で解決しろという話につい
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ては、やはりそう簡単にいかない部分がありますから、それは御理解いた

だきたいと思いますが、私の姿勢としてはそういう形でやっておりますか

ら。

今回ヒアリングさせていただくというのもその一環で、それはいろんな

お考えがある。私も直接耳にしておりますから、そういう入居者の方が本

当に自分はどういうふうにしたいのか、あるいはどういうことを願ってお

るのかというのは、やはり的確に把握をしないといけないというふうに思

いますから、それをやるということにいたしております。ですから、今入

居者の方々とは方向性は同じ方向を向いております。

○議長（巴里英一君） 小山君。

○３番（小山広明君） 住民は、家賃の値上げがあった後、供託をして、これ

は払う意思があるということを法的に担保されるためにやっておると。こ

れは市長も御存じと思うんですね。しかし、そういう中でまだ家賃払って

ないやないかというんで、法的手段をとるという文書を送っておられると。

この供託に至った経緯も市長も御存じと思うんですが、これはリンクし

ないということを責任を持つという文書を書いてくれれば払いましょうと

いう話があったんだけども、責任を持つということは書けないということ

の中で住民はそういう決定をしたと。さあ、あした供託しようかなと思っ

たら、何か責任をとるに近い文書が来たということだけども、住民もある

意味の組織ですからね、ころころ変わられへんわけですから、そのままひ

とつ踏み切ってるということなんですね、状況的には。

だから、そういうことも踏まえて、市長は円満ということですから、そ

ういう法的手段、市長は１つのルール、制度にのっとって送ったぐらいに

しか思ってないかもわかりませんが、住民はやっぱり法的手段という言葉

の響きを 一人一人受け方は違うと思います。しかし、それはやっぱり

配慮してほしいと思いますね。ここでもそういう人たちに安心できるよう

な言葉で言っていただくんであれば、僕はそれにこしたことはないと思う

んですが、私はやっぱりいろんな考え方がある前に、さっき言うように基

本的には約束を守りますと、その中で希望には沿いますというのがいいん

じゃないか。それが市長が言う任期中に何とかしたいというね……。

具体的なことは、僕は何ともならんと思いますけども、長いからね。し

かし、基本スタンスは一時マスタープラン、建てかえという１つの行政の
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意思決定を保留しとるわけですから、それをもう一歩踏み込んで約束を努

力しますと、どうなるかわからんけども、住民と一緒になって。住民のこ

とを理解できるのは一番住民に近い市長ですからね。大阪府なり国は理解

しようないですよ。向こうは、国でいうたら一切そういう事実行為はない

わけですからね、国レベルからいえば。

稲留さんの話でそういう問題があって、建設省に行って説明をしたと。

局長通達がありましたから建設省に行きまして、２人の元市長が約束した。

議会も一たんは払い下げを通して、そして継続している問題だ。それが局

長通達で、それはほごにすることはできない。このように申し入れたら、

あと１回だけ払い下げることを認められているというふうに私は答弁して

おるというように記憶していると、こう答弁しとるんですね。これは稲留

さんなりに責任持って本会議場で発言したことですからね。やっぱりそこ

の事実は、稲留さん時代まではそれがあったって当然のことですからね。

そういうことを踏まえて市長は、今何やかんや言っても頼む人は市長しか

おらないわけですから、法的にも決断できるわけですから、その決断を任

期中にやっていただけないですかということですわ。さっきの供託の問題

と、それはもう任期中にやってくださいというのは、さっきから答弁聞い

て出てこないから、それは切にお願いをしときますわ。

それから、供託の問題についても、今言ったように、私そういう気持ち

なんで、ぜひお酌み取りいただきたいと思います。

それから、墓地問題ですね。市長、これ先ほども言いましたように、市

町村がやる場合には墓地は一般分譲できるわけですね。しかし、宗教法人

が特別に認められとるのは、宗教法人がみずからの檀家用につくることは、

それは否定できないから、お墓と宗教法人というのはある意味でつながっ

てますからね。しかし、今回の場合は、申請もそうなっとるんですが、実

際違うでしょう。それやったら当然かかってますよ。檀家が強く求めてつ

くってくれと言って申請しとるんやからね。しかし、さっき言ったように

土地はああいう状況ですわ。

そして、僕は１月に厚生省にも行きましたよね。そしたら若い担当

墓地問題というのは１人か２人でやっとるんです、全国のを。びっくりし

ましたけどね。その方が、その申請のときにまず他人名義でこれだけの抵

当が入っとると言ったら、それは普通永続性の面からも抜かないとおかし
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いですわなと即座に言われましたわ。大阪府も工事完成までに抜かすと言

うとるんですよ。しかし、何で申請の段階で抜く指導ができないんかと言

ったら、それはやっておりませんと言うんですね。しかし、普通常識で抜

けるお金やったらいいんですよ。抜けないでしょう、普通こんな話が。そ

れは勝手といえば勝手ですけどね。だからやっぱり申請に明らかに僕は瑕

疵があったし、そういう点でやっぱり行政でやれる範囲、許可されたけど

も、もうちょっと許可内容が本当かどうか調べなさいとか、それは言える

んじゃないですか、行政の中でも。

そのことはぜひ努力をしていただきたいし、これからの政治家、市長と

いうのはオールマイティーと思いますよ。大田知事の問題もあるしね、今

度の木村さんという青森の知事かて、僕は住民と一緒に先頭に立つと思い

ますよ。かつては浅羽さんもここで期成同盟の先頭に立ったんですよ。何

もあのとき全部が空港に反対しとったわけじゃないわね。しかし、やはり

期成同盟の会長をして運動に立って、市を守るために頑張ったんじゃない

ですか。政治家ですから、あなたは。僕らも一緒ですけどね。だから、僕

かて反対運動を一緒にやりますよ。だから、あなたもやっぱり市のために

なることは、まちに出て、やはりプラカードを持って歩いたってだれも怒

らないですよ。そういう市長がこれから必要なんじゃないですか。行政マ

ンの域を出てくださいよ。そういう点で住民は一生懸命頑張っとるし、こ

のまま強行されてくれば要らぬトラブルも起こると思うしね。

先ほど僕はちょっと聞き捨てならない発言を聞いたんだけども、墓地に

賛成する人もおられますしという発言してましたね。墓地に地域で賛成す

る人もおられてという発言したでしょう。本当ですか、これ。確認してま

すか。僕は判押した人にも確認したんですよ。私も反対だと。しかし、反

対してもつくられるから判押しただけやと。何ぼ反対してもつくられると

いう説明を聞いたから、どうせつくられるんやったら反対ばっかりしてお

ったら何も協力がないからという発言は聞いてますよ。賛成というような

人は、僕は１回もだれも聞いてませんよ。公式にあるんですか。それはそ

の人の名誉のためにも、どこで、だれが賛成しとるのか、ピシッと言うて

くださいよ。最後ですから再質問できんようにちゃんとしてくださいね。

○議長（巴里英一君） もう時間がありませんので。１分です。向井市長。

○市長（向井通彦君） 家賃と建てかえという問題は、私どもはリンクさせま
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せんということを本議会でもはっきり申し上げておりますし、そういうス

タンスであります。ですけども、だからといって家賃を滞納するというの

は、これはやはり許されるべきことではございません。当然払っていただ

かなければいけません。

それから、墓地の問題ですけども、これは同意をいただいてるという意

味で申し上げたわけであります。

○議長（巴里英一君） 以上で小山議員の質問を終結いたします。

３時まで休憩いたします。

午後２時３０分 休憩

午後３時０３分 再開

○議長（巴里英一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、２５番 北出寧啓君の質問を許可いたします。北出君。

○２５番（北出寧啓君） それでは、北出寧啓、一般質問を始めたいと思いま

す。

今、その前に干潟の保全が盛んに議員の方から言われて、まことにあり

がたく思っております。毎月第４土曜日の午前９時から干潟の清掃を行っ

ておりますので、よろしかったらまた皆様の御賛同よろしくお願いいたし

ます。

それでは、行財政改革から質問に入りたいと思います。

旧来の日本は、土木工事を軸に高度成長を遂げてきた歴史があります。

現在のような財政危機の時代、とりわけ本市のように赤字再建団体にもな

るという事態に直面してる自治体が、第一に考えなければならないことは、

とりもなおさず新規事業の中止であるというふうに考えます。この点につ

いて、行政当局はどのように考え、どのような変更を行っているのか、お

示し願いたいと思います。

第２に、人件費の占める割合が全国及び府下でワーストを記録し始めて

からも、一定の努力は確かにあるとはいえ、大抵が副次的な改革にとどま

り、大幅な削減、つまり自主退職等によるだぶついたポスト型の職員体制

のピラミッド型への転換が全くできておりません。公務員にしても必ずし

も終身雇用制が絶対であるわけではなく、それぞれの生涯を考えた５０歳

での職業転換なり、つまり自主退職も考えられないことではありません。

数年前にも申し上げましたが、この際退職金を上乗せした退職制度を制定
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し、退職者を募り、新陳代謝を行うことが不可欠であると思いますが、改

めてこの点について質問させていただきたいと思います。

さて、市民の政治離れは、同時に行政離れでもあります。市当局がかか

わっている各種団体の民間採用者、嘱託やアルバイトの在任期間が余りに

も長いのはどういうことなのか。特定の権力者に頼って既得権を維持する

という構図が改められる気配はありません。例えば、我々議員にしても、

支持者から採用を頼まれたら、よほどの政治信条がない限り断りにくいと

いうことがあります。したがって、採用の不透明性をなくすために、嘱託

については公務員採用試験と同じような採用試験を、アルバイトについて

は各部の採用委員会などを構成し、そのようにして採用を決定すべきであ

ると思いますが、いかがでしょうか。長期にわたる採用は、嘱託、アルバ

イトの性格からして、不正であると考えられないことはありません。さら

に、現在関係する部署及び館で、各嘱託やアルバイトがそれについてどれ

ほどの専門知を持っているのか、明らかにしていただきたい。

私は、向井市長の市政にかかわる誠実な姿勢、考えられる限りでのさま

ざまな領域での改革、施策の執行、そうしたことは高く評価させていただ

きますが、しかし休憩時の消灯とか、行政改革が末端的なことに終始し、

人件費の大幅削減などについては全く手つかずであるということの現状に

対して、改めて第２期を考える市長として、人件費の削減を含めた行政改

革の断行をしていただけるように望むものであります。

例えば、私がかねがね指摘してきた保育所の所長、主任、フリーの４人

制、総額１億円にも及ぶこのような給与体系が、市民の目から見て現在維

持され得るものなのかどうなのか、改めてお尋ねしたいと思います。

それから、最高裁判決を見た窓口業務の手当の違憲性について、１年前

に指摘してからもう１年が経過しております。この点についても新たな対

応は全く見られません。職員の特別手当等に関してどのように今整理され

ているのか、お示し願いたい。

環境問題については、ダイオキシンについてさまざまな議員の方々から

細かい数値は出されているので、一貫して指摘していることでございます

が、１０年余りにわたる焼却場周辺の野焼きにおいて発生したであろうダ

イオキシンの土中残留量に関して、いまだに私は報告を受けておりません。

恐らく法外な数値が観測されると思いますけれども、それについても既に
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指摘してから２年余りが経過しておりまして、誠意ある回答を求めたいと

思います。

地球温暖化に関して、二酸化炭素の排出規制が一定決定されましたが、

市長自身も２１世紀は環境、福祉、人権として、まず第一に環境の世紀で

あると考えていらっしゃると思いますが、市長の発言が単に基本構想の提

示ではなく、それは常に個々の具体的な施策の保証をもってあるわけであ

り、それに関して市長の施策を明らかにしていただきたい。

また、去年私が提言させていただき、２００名に及ぶ市民の参加を得て

環境フォーラムが成功裏に閉幕いたしましたが、今後とも環境保全にかか

わって環境保全施策の具体的な展開を積極的にしていただきたいと思いま

すが、その点についてお聞きいたします。

昨年度は、干潟を守る会や泉南自然愛好会や野鳥の会などが共同主催で

毎月１回環境講座を持っておりましたが、公的援助もなく、各会員が自腹

を切って講師料を払うという事態に直面し、今後の講座の継続が難しくな

っております。例えば、こういう市民環境講座などを積極的に推進してい

ただきたいと思いますが、その点についてお聞きいたします。

自然保護について、昨年第１回定例会議で私は男里川干潟にオガワコマ

ドリ、クロツラヘラサギ、シノリガモといった希少種の到来を報告いたし

ましたが、ことしもオガワコマドリが恒例のように１匹で飛来しておりま

す。男里川干潟に飛来することは、それを通じて男里川干潟の保全につな

がる面と、単なる興味で追っかけに終わる、つまり自然保護などとは無関

係なところでのきらびやかな演出にすぎない面とがあります。事実、オガ

ワコマドリの観察者は、えづけを行い、あらわれるのを待つといったこと

が常態で行われており、その大半はその後大阪城に行きます。

したがって、我々男里川干潟の保全運動をしている者にとっては、とり

わけ箱庭のような男里川干潟を観察する人間の便宜性は、最低基準でしか

考えてはおりません。例えば、私たちは干潟の清掃の後では清掃組合のト

イレを使うということにしております。自然保護を徹底するということは、

あくまで野鳥やハクセンシオマネキや、あるいは海浜植物の生命の維持を

優先しているわけであり、人間行為にかかわる、とりわけ追っかけのよう

な観察者に対しては、さして考慮をする必要はないと考えております。

いずれにせよ、ことしの１月、若者のいたずらに驚き山口県を飛び去っ
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たモモイロペリカンのカッタ君が男里川に飛来し、今新潟県におります。

また、東南アジアに生息するムジセッカが、昨年暮れには本州では初めて

男里川で確認されました。この鳥はウグイスのような鳥で、人目を引きま

せん。したがって、オガワコマドリと同じところにいるのにカメラマンの

撮影の対象にはなっていないということが、また１つの現実でもあります。

さて、瀬戸内海法を援用し、何度にもわたって質疑応答を繰り返す中、

市長の理解と協力を得て、北高南低の中、ほとんど産業ゾーンしかなかっ

たりんくうタウンを緑と運動とレクリエーションの楽園にすることができ

たことは１つの成果だと思いますが、ただ構想し、市の都市計画の一部と

なった野鳥園については、何だかんだの言いわけばかりで、何の進展もい

まだ見られません。一体積極的に推進する気があるのかどうか、現状はど

うなってるのか、お示し願いたい。

野鳥園は、名称こそは野鳥園になっているが、実質は既に都市計画にも

記載されているように、ビオトープ構想に基づいた自然復元公園でもあり

ます。つまり、その構想は干潟の保全を理論と行動の中でとらえる過程で、

市民の発案として、関西空港に飛行機が飛ぶなら、真水の海への放流を避

ける観点からも、下水道処理水を貯水する池と放流のための川を布設し、

トンボを飛ばそうという案が浮上してきたのであります。今、紀泉ふれあ

い自然塾の中にもビオトープ構想が示されていますが、当初野鳥園に関し

て市の雨水幹線埋設工事の遅滞によるとの説明ではありましたが、現在に

及んでは府に予算がないからできないというふうな釈明にすり変わってお

ります。この点について説明をお願いいたします。

なるほど野鳥園は府の予算で行われるものでありますが、基本案の策定

などについては、市の都市計画の中にある限り、市の対案を示すべきであ

ろうと思います。府、市、市民という形での策定委員会の設置を求めるも

のでありますが、その見解を求めたいと思います。

また、ため池や里山の政策転換について、前回の質問では検討中である

との答弁がありましたが、何らかの進展が見られたのか、お示し願いたい。

私もその一員である泉南自然愛好会は、環境庁に協力しながら、地道に

泉南の自然の観察調査を行ってきております。これまでにも泉南市におけ

るセミやタンポポやホタルの分布調査を行ってきました。昨年、私たちの

調査でヒメボタルの南限が和泉市が通説であったのが、由緒ある男神社と
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平野台がヒメボタルの有数の生息地であることが確認されました。また、

数年前、天神の森が和生タンポポの数少ない生息地であることを確認いた

しましたが、その中央に本市の職員が無造作に案内板を設置しました。つ

まり、泉南市の簡単な植物分布及び重要性すら認識できていないというこ

とが行政当局の現状であります。

私たちの平成７年の調査要請に対して、当時の市民生活部長は、今後の

対応を考えると明言しておられます。２１世紀が環境の時代であるとの市

長の表明もありますが、本市の動植物の基本調査すらなされていないこと

の現実に、一般予算の数％の調査費を計上することをしないで、環境の

世紀と言うには余りにも実態がないと断ぜざるを得ません。ぜひ環境、市

民を１つの主題とする聡明な市長に調査費の計上をお願いするものであり

ます。

私たちは、男里川干潟の会を結成し、毎月第４土曜日に干潟の清掃を雨

の日も雪の日も行い、はや数年が経過いたしました。同時に、諫早湾を初

め全国の湿地、干潟を守る市民団体あるいは野鳥の会、あるいは京都、大

阪、和歌山の各大学研究機関との連携も深め、我々の男里川干潟の保全運

動も全国ネットを構築し始めております。しかし、行政機関はいささか立

ちおくれているのではないでしょうか。

私は、平成８年の第１回及び第２回の定例議会で、大阪府自然環境保全

条例第９条の「その区域における自然環境が、その区域の自然的・社会的

諸条件から見て当該自然環境を保全することが特に必要なものを大阪府自

然環境保全地域として指定できる」を引用して、男里川河口干潟の自然環

境保全地域指定を市に要請してから、はや２年が経過しようとしておりま

す。その当時、中谷部長は、地域指定については指定要件を満たすかどう

か、そこが河川、港湾区域なので、河川管理者等との協議、また阪南市と

の協議が必要であるとし、今後府の関係課との調整をすると答弁されてお

りました。市長もその辺の調査研究をさせたいと言われております。この

２年の歳月の重さをしかと受けとめて、明快な答弁をお願いいたします。

また、全体構想の実施に当たり、本市の山からの土取りがほぼ決定され

てきました。また、本市の山間部が国定公園に指定され、今３０億円もの

投資によってふれあい自然塾が建設されようとしております。とりわけ堀

河ダム周辺においては、ホタルやオオサンショウウオの生息地になってお
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ります。この地域の生物種については、当然当局は全く知りません。もと

より市域に関することは市が自然調査を行うべきであります。言いかえれ

ば、この地域についての環境アセスをどうするのかという問題であります。

事業決定後の事業アセスではなく、計画段階での環境影響の予測と評価並

びに対策を講じるべきでありますが、行政当局はどのように対応されてい

るのか、あるいは今後どのように対応していこうと考えていらっしゃるの

か、お示し願います。とりわけこれは本市の自然保護にとって重要な問題

であり、責任ある答弁をお願いしたいと思います。

さて、市民参加型政治について、本市は新旧の住民が混在する１つの田

園都市でありますが、とりわけサラリーマン世帯の意見の発露の機会をど

のようにするのか。第１にその制度化と、第２にどのように討論が起こせ

るかということについて、今後検討を始めなければならない段階に来てい

ると思いますが、この点について考えをお示し願います。

補足すれば、各種団体の委員を持ち回りの名誉職で固め、イエスマンを

そろえるといったようなあり方、また我々の委員会でもそうであるように、

会合が始まる段階で資料を配付し、当局の説明に終始し、質疑応答が起こ

りにくい状況が恒常的にあるといったあり方を今後も改めないのか、そう

いったことについて答弁をお願いいたします。

そして、最大の問題は、市当局の行政執行に関する情報公開の問題であ

ります。この問題については、議会も市民に開かれた議会を行うためには

不可欠のことだと思いますが、まず市当局があらゆる情報を選挙民を初め

とした市民に提供することであります。これについては、２年前に条例の

設置を進言させていただきました。この点については、今年度情報公開条

例を制定するとのこと、議会も後に続かなければならないと思いますが、

その主要点について説明をお願いいたします。

近年、体協や青少年指導員会のそれぞれ会長、副会長が亡くなられまし

た。それぞれ老齢化や病が原因であります。その人たちの功労は大であり

ましょうが、そこまで同じ人間が変わらずにいるという市行政にかかわる

諸団体の動脈硬化的体質が問題であります。たとえそこで同じ人間がいか

に一生懸命に善意をもって任務を遂行しようとも、惰性態に陥ることは避

けられません。もとより新しい血が流入せず、開かれた市民参加型政治に

大きな障害となっております。岡田公民館や雄信公民館もいまだ区長が管
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理者となっており、一定の報酬を得ております。区長は住民自治の代表者

ではありますが、決して地域文化の振興の旗振り役ではありません。旧来

の慣習の中で仕方のない面もあるとは思いますが、今後の社会教育にかか

わって教育委員会の考え方をお示し願いたいと思います。また、公民館に

かかわる嘱託等の継続就業年数を明らかにしていただきたい。

また、青少年指導員会にあっても、単なる管理や監視を行うなら年齢は

問題ではありませんでしょうが、現在のように小・中学校が死に体となり、

何ら子供たちの殺傷事件にも有効に関与できないでいる現状にあって、あ

えて言えば２０代、少なくとも３０代がこぞって地域社会の役員、例えば

生活指導委員会等との密接な連関において青少年の指導に当たることが、

今まさに求められていると思います。いろんな考え方はあると、そしてま

たいろんな条件があると思いますが、あえて教育委員会の現状を打開する

という意味においての教育委員会のお考えをお示し願いたいと思います。

さて、文部省の指示では、パソコンは中学校では１人に１台、小学校で

は２人に１台となっておりますが、現在の台数と本体の機能、例えばＣＰ

Ｕやハードディスクやメモリーなどの大きさは、現行のパソコンがどのよ

うなものか。とりわけコンピューター業界の激しい技術革新の中で、昨年

度のＣＰＵの最高水準をほぼ二、三百メガヘルツとすれば、ことしの暮れ

には４００から５００メガヘルツにもなると言われております。このハー

ドの急激な進化に対応した施策はどうなるのか。台数の問題も含めて、所

見を示されたい。また、現状の小・中学校のコンピューター教育に当たっ

ての問題点を明らかにしていただきたい。

さて、本市は１０年にわたって古代文化のシンポジウムを行ってまいり

ました。それは日本的規模で名をはせたと言っても過言ではないと思いま

す。にもかかわらず来年度予算では切り捨てられております。それにかわ

る施策と予算について、行政当局の考え方を示していただきたい。

また、山田家の文化財に関して、市長も保護を約束されたとお聞きいた

しておりますが、本市は府下に先駆けて文化財保護条例を昭和４６年に制

定しております。にもかかわらずその条例の運用がなされていないとは、

いろんな議員からも指摘されていることであります。現在、山田家の貴重

な文化財が徐々に散逸されていっているとお聞きいたします。もはやこれ

は市長の政治的判断にかかわることであると思います。市長の御見解をお
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示し願いたいと思います。

以上、壇上での質問を終わらせていただきます。

○議長（巴里英一君） ただいまの北出議員の質問に対し、理事者の答弁を求

めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 北出議員の御質問にお答えを申し上げたいというふう

に思います。

まず第１に、本市の財政状況を踏まえまして、新規事業の中止を行うべ

きではないかという御提案でございます。御承知のように本市の財政状況

は、財政構造の弾力性を示す経常収支比率がここ数年間１００％を超える

という非常に厳しい状況にございます。このような中で編成いたしました

平成１０年度の当初予算は、人件費などの義務的経費や物件費などの経常

的経費を中心とした骨格予算といたしております。

したがいまして、事業費等の投資的経費につきましては、今後補正予算

で対応することとなりますが、現在の危機的な財政状況から脱却し、健全

な財政基盤の確立を図っていくためには、先般策定をいたしました行財政

改革大綱並びに同実施計画に基づきまして、事務事業等の見直しを行う中

で、投資効果や緊急性等も勘案しながら事業に優先度をつけて、投資的事

業の計画的な遂行を図ってまいりたいと考えております。

したがいまして、新規事業をすべて中止するということにはならないか

というふうに思いますが、その必要性あるいは緊急性、妥当性、これらに

ついては十分事前に調査をした中で、予算化するべきものはする、先送り

するものはする、中止するものは中止するという方針でやってまいりたい

と考えているところでございます。

次に、環境の問題で、全般的なことで御答弁申し上げたいというふうに

思います。

私も２１世紀は環境の時代であるというふうに考えております。その中

で、幾つか以前から御提案なりあるいは御要望をいただいていることがご

ざいます。それは、１つ泉南市の中にありますいろんな自然植物、その他

の調査をしてはどうかという御提案でございまして、私もその必要性につ

いては御答弁を申し上げているところでございます。

今年度は、先ほど申し上げましたように骨格予算ということにいたして

おりますので、当初予算には計上をいたしておりませんけれども、御指摘
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ありましたような調査といいますか、泉南市の実情を把握するということ

は極めて大切だというふうに思っておりますので、今後その補正も含めて

新しい予算を組んでいくわけでありますから、そのときに配慮できるよう

にいたしていきたいというふうに考えているところでございます。

それから、あわせまして、昨年は環境フォーラム、北出議員も大変お力

添えをいただいたわけでございますが、大変盛況に開催をされまして、私

も途中まででございますけども、出席をさせていただいたところでござい

ます。今後、市民環境講座のようなものを設置してはいかがかということ

でございますけども、やはり市民の多くの方々に社会教育の一環としても、

また環境教育の一環としても、こういうものは必要だというふうに思って

おりますので、新しくこういう講座の制定に向けて努力をしていきたいと

いうふうに考えております。

それから、最後に文化財の保護という中での山田家の保存の問題でござ

いますけども、この問題につきましては、本市においては過年度、山田家

の御好意によりまして調査をさしていただいております。もちろんその成

果もでき上がっているわけであります。今後、この保存ということについ

ては、私もぜひ必要だというふうに考えておりまして、教育委員会の方に

もその旨を命じているところでございます。

御承知のように文化財保護条例が制定されておりまして、その中で文化

財保護委員、こういう方々を委嘱して、そして山田家の問題についても議

論をいただくという中で、位置づけを明確にしていきたいというふうに考

えておりますので、その速度を早めるようにいたしております。いろんな

方から私も早くしろという御意見をちょうだいをいたしておりますので、

既に教育委員会にもその辺の趣旨は伝えておりますので、今後できるだけ

早く結論が出せますように精励をしていきたいというふうに考えておりま

す。

○議長（巴里英一君） 細野市長公室長。

○市長公室長（細野圭一君） 北出議員の行財政問題を中心といたします御質

問についてお答えいたします。

職員の新陳代謝を図るという意味での５０歳以上の退職等についての勧

奨でございますが、この件につきましては、本市におきましては平成３年

度から国に準じまして定年前の早期退職制度を導入いたしまして、退職者

－２４６－



の勧奨を行ってきてございます。平成５年度から平成９年度までに２０名

がこの制度を利用してきてございまして、今後も引き続きこの制度の利用

促進を図り、退職者を募ってまいりたいと考えております。

それと、嘱託職員とアルバイトの雇用問題でございますが、嘱託職員の

雇用につきましては、これまで基本的には選考による方法によりまして採

用を行ってきてございますが、職種によりましては競争試験になじむもの

もございますので、現在その競争試験制度導入に向けまして検討を行って

いるところでございます。

また、アルバイト職員の雇用についてでございますが、雇用を希望する

方から人事課の方へあらかじめ履歴書を提出いただき、登録制をとってご

ざいます。その後、担当課からアルバイト雇用の申し出があれば、順次選

考の上、採用しているのが現状でございます。

雇用期間の長期化の問題等もございまして、各課の仕事の内容によって

は、短期間で交代されると支障を来す場合もあるというような声もござい

まして、今後はこの点につきましては担当課と十分協議しながら、明確化

に向けまして作業を進めてまいりたいと思っております。

また、すべての嘱託が専門性を特別有しているわけではなくて、その職

務が臨時の職でなく、本来は正職をもって充てなければならないところも

ございまして、やむなく経費節減のために嘱託を充てるというケースも現

在ございます。また、専門性という性格から例を挙げますと、現在不動産

の嘱託登記とかレセプト点検、栄養士、心理判定員等々ございます。職種

によりましてはそういうような専門性があるということでございます。

それと、人件費の削減でございますが、超勤の現状でございます。平成

７年度の執行額が１億 １，５００万、そして８年度が１億 １，２００万、そし

て９年度の執行予定額が１億２００万と、一定の縮減の努力をしてきてい

るところでございます。この中で、今後職員の採用の中止等あるわけで、

かなり現在の職員間での事務事業等の若干の増大等も予想されるわけでご

ざいますが、できるだけ事務の簡素効率化を図りながら、縮減に向けまし

てなお一層努力してまいりたいと思っております。

それと、窓口事務従事手当でございますが、この点につきましては議員

御指摘のように、裁判におきまして手当の趣旨になじまないと判断がされ

てございます。本市におきましても、これを受けまして関係団体と協議を
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進めてきてございまして、最終の調整に入っている段階でございます。で

きるだけ早くこの点につきましては解決してまいりたいと思っております。

それと、市民参加型の行政ということでございますが、この点につきま

しては、やはりいろんな手法があると思っております。本市の状況からす

れば、地区別型とか、また分野別と申しますか、そういう点でいけば現行

では区長会、または地区によりましてはその区の協議会というふうなもの

が設置されてるわけでございまして、これをやはりより各地区での活性化

と申しますか、そういうふうな手法もより考えていく必要があるものと思

っておりますし、また分野別で申しますと、ＡＢＣ委員会と、こういうの

が従前からかなり活発化されてるわけでございまして、やはりこういうよ

うなものを現在の状況の１つの分析と申しますか、する中で、議員御指摘

のように新住民の方に対するより手だて、そういうこともひとつ考えてい

く必要があるんじゃないかと。その場合には場所の提供とか、こういうこ

とも１つは大事であるでしょうし、そのネットワーク化というんですか、

そういうための手法はどういうものであるのか、その辺の研究も大事じゃ

ないかと思っております。

それと、情報公開制度についての取り組みでございますが、この件につ

きましては市長が以前答弁してございますが、平成１０年度に制定すべく

私を座長といたしますプロジェクトチームを発足させたところでございま

して、この点につきましては、現在事務局は企画広報課と総務課という所

管になってございますが、事務局に指示いたしまして、現在の他市の状況

等の情報収集から取り組みを始めたところでございます。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 北出議員の御質問のうち、環境問題について

御答弁申し上げます。

まず、第１点目の清掃事務組合の方で、かつて野焼きをしていた結果、

ダイオキシン類が大量に蓄積されておるのではなかろうかと、早急に調査

が必要ではないのかという問いでございますが、何分清掃事務組合につき

ましては、泉南市、阪南市による一部事務組合でございますので、本市と

いたしましても阪南市と協力し合いまして事務組合への強い要請を行って

まいりたいと、このように考えておるところでございます。
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次に、市民の環境保全の工夫喚起についてでございますが、市民の環境

保全の工夫喚起につきましては、地球温暖化にかかわるすべての要因に対

し広範な取り組みが必要となってきております。そこで、まず行政が率先

して行わなければならない問題について何をするかということでございま

すが、先日来市長が答弁いたしておりますせんなんエコオフィス行動計画

を策定しておるところでございます。その内容につきましては、現在関係

部局で検討を行っておりまして、４月１日より実施したいと考えてござい

ます。また、行動計画が確立いたしました中で、市民の皆様方に対し広報

等で啓発を行い、環境に配慮した身近な節約運動等の推進をＰＲしてまい

りたく存じてございます。

次に、以前の議会答弁でダイオキシン類がないと答弁したとの質問もご

ざいましたが、現在この件につきましては、私記憶にございませんので、

過去の議事録等を検索いたしてまいりたいと、このように考えておるとこ

ろでございます。

以上、簡単でございますが、答弁にかえさせていただきます。

○議長（巴里英一君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 私の方から、北出議員御質問

の行財政問題の人件費の削減についてというところで、例えばということ

で御質問がございました。その中の保育所の体制ですけれども、所長、主

任、それからフリー保母の体制について、一体どういうふうになっている

のかという御質問であったと思いますが、それについて御答弁申し上げま

す。

まず、所長、これは以前から保育所の長としまして、施設長という形の

位置づけで、その施設を総体的に管理するという形で所長を配置いたして

おります。それから、主任につきましては、所長の毎日の業務をある程度

補助するという形、そういった意味での主任を配置いたしておるところで

ございます。

ただ、フリー保母につきましては、これは以前にも北出議員の方から御

質問があったと思います。これにつきましては、泉南市としましては現在

土曜閉庁、特に今現在は完全週休２日制という形で土曜日休みになってお

るわけでございます。そういった経過の中で、保育所にいたしましても、

職員、これにつきましては土曜日も休むという、そういった休暇取得の保
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障、それからまた保母もやっぱり担任１人クラスの保母なんかもおります

ので、そういった休暇の取得の保障ですね。それに加えまして、幼児保育

の低下でありますとか、そういったおそれを防止すると、こういった経過

の中で現在フリー保母が配置されてるという形でありまして、こういう形

で保育所の体制が現在なされてるということで、御理解のほどよろしくお

願いしたいと思います。

以上です。

○議長（巴里英一君） 中谷事業部長。

○事業部長（中谷 弘君） 北出議員の自然保護のうち、野鳥園についてまず

御答弁をさせていただきたいと思います。

りんくう南浜２号緑地の周辺、男里川河口は、府下でも珍しい自然の干

潟が存在し、多数の渡り鳥などが飛来することは知られているところでご

ざいます。

さて、お尋ねの野鳥観察エリアについてでございますけれども、現在の

ところ整備の時期については決まっておりません。しかしながら、基本構

想の策定等に必要な手続などを整理し、現況の飛来種、植生や周辺環境等

の調査、いわゆる都市鳥の実態調査など野鳥観察エリア整備に向けた現況

の把握や条件の整備を行えるように、大阪府に要望しているところでござ

います。

この辺で、前段での基本的な考え方をまとめるための協議的なものにつ

いて、設置についても現在大阪府に申し入れを行っているところでござい

まして、まだ具体的な詰めまでは至っておりませんけれども、今後もまず

前段としてそういう形で進めてまいりたいというふうに考えております。

それと、里山などの施策転換についてということの御質問でございまし

たけれども、里山ということになりますと、現在堀河地区で国定公園が指

定されまして、この中で紀泉ふれあい自然塾という整備が大阪府の事業と

して行われるわけでございますけれども、この地域につきましては、集落

の背後に広がるコナラが優先する広葉樹林と、その付近に広がるアカマツ

林、ヒノキなどの造林地、谷合いの耕作地や用水路などが長い間にわたっ

て人々の手が加えられ維持されてきた、自然と人間生活とがよく調和され

た風景、いわゆる里山の景観が見られるところであります。

この事業は、平成９年度よりおおむね５カ年ということのハード事業と、
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自然体験のコテージなどの簡素な宿泊施設、冒険の森などの中核施設、ソ

フト事業としての地元活性化につながるソフトの開発、仮称自然塾クラブ

等の組織によりまして、参加自主活動型の自然との共生体験などが計画さ

れておりまして、この里山の景観を保存、再生、また創出をし、自然の中

で遊びや探索を通じて地域の環境について皆さんが学び、豊かさを感じる

ふれあいの里づくりということで、府と我々として今後事業を進めた中で、

維持管理、運営につきましても市・府協力して行ってまいるという考え方

でございますから、一定この地域では里山の保全、活用ができるんではな

いかというふうに考えております。

それと、この地域、当然工事をするということで、先ほど北出議員の方

から３０億の整備事業ということで御指摘があったわけでございますけれ

ども、今回の事業は私ども聞いている全体事業費としては約１８億円とい

うことでございます。

そのような中で、先ほど申し上げましたように、地元等の方々も入って

いただいた中で、そういう組織運営を行いますから、当然自然環境には十

分配慮した中で、最小限度の土木建築工事の中で、ほとんど自然を残した

形でそういう施設を整備して運営していくということでございますから、

大きな山の造成とかそういうことはまずないということでございます。一

部、現在の田とか畑の中に宿泊施設とか管理棟等をつくるという程度でご

ざいまして、あと山は散策路等をつくって、冒険の森、その辺で活用して

いくという考え方でございますので、御理解を賜りたいと思います。

それと、男里川の干潟の指定の関係でございますけれども、この指定に

つきましては、干潟につきましては番地指定ということでございますので、

干潟は公有水面ということで無番地ということの中で、指定は非常に難し

いという状況でございます。

そのような中で、平成７年の１０月に銃猟禁止区域ということで指定を

されたわけでございますけれども、さらにこの辺の野鳥等の保護をすると

いう意味の中から、大阪府の方ではこれをさらにきつい指定ということで、

鳥獣保護区に指定をということで現在検討中でございます。まだ実施時期

については１０年度でということにはならないと思いますけれども、その

辺で野鳥の保護についてやっていこうということで、その辺の鳥獣保護区

としての指定ということで、現在大阪府で考えていただいてるということ
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で御報告さしていただきます。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 赤井教育長。

○教育長（赤井 悟君） 北出議員の教育問題についての御答弁を申し上げま

すが、多岐にわたっておりますので、関係団体の件と公民館に関する件、

それから青少年の非行問題と地域社会との関連ということでお答え申し上

げて、あとの部分につきましては、関係部長、参与の方から答弁を申し上

げたいというふうに思っております。

関係団体の組織、運営等につきましては、自主的に行われておりまして、

我々がかかわるところではないというふうに私は思っております。ただ、

議員御指摘のように、団体の活性化という一面では当然そういったことは

団体の方でも考えて運営をされていっているというふうに思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、公民館の嘱託についてでございますが、教育委員会の公民館

ということでございましたから、今回そういった趣旨も踏まえまして、公

募に踏み切っております。

それから、公民館の問題でございますが、公民館活動にどういうふうに

そういったことを反映していくのかということでの御質問だろうというふ

うに思いますが、公民館の役割は、当然社会教育法、昭和２４年の施行で

あったと思いますから約５０年たっておりますけれども、地域住民の総合

的な社会教育の機関として位置づけられてきておると。社会教育の目的と

しては、地域住民の生活の現実から生み出された具体的な教育要求から出

発して、住民自身の生活文化と社会福祉の向上を図ることにあるというふ

うに言われております。

この目的を果たすためには、現在の社会教育の流れの中から、いわゆる

生涯学習という立場からも、これが生涯学習の地域センター的な役割を果

たしていかなければならないというふうに思っております。

御承知のように、公民館の態様というのは大まかに言えば３つになると

思いますが、中央公民館、地区公民館、それから自治公民館と申しますか、

いわゆる類似公民館というような言葉でも呼ばれておりますけれども、昭

和２８年の町村合併の促進法で町村が合併されましたけれども、中央公民

館というのは合併後に大体つくられてるというふうに私は認識しておるん
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でありますが、一般的には地区公民館の方は町村合併以前の旧町村に設置

されておりますから、当然地区公民館あるいはまた自治公民館等は直接地

域住民によって運営されてきたという慣例と申しますか、そういうところ

がございます。

このような点は、これからだんだんと改めていく必要もあるだろうと思

いますが、先ほど申しましたように、生涯学習の中心的な役割を果たして

いくという意味では、現在泉南市におきましては樽井公民館が中央公民館

的な役割を果たさしていただいておると思いますけれども、地区公民館と

しての各館の運営等につきまして、今後はそういった地域の学習ニーズに

応ずるような方向で指導を進めていきたいというふうに思います。

なお、先進的にやられております市等では、各自治区の集会所等を自治

公民館として教育委員会が専門職をそこに 社会教育主事等の配置でご

ざいますが 行っているというようなところもございますので、そうい

ったところも参考にしながら、今後の公民館運営を進めていきたいという

ふうに考えておるところでございます。

それから、連日、中学生、高校生等のほんとに残念な、何とも言いよう

のない残忍な事件が続発しておるわけでございますが、私はこの問題は、

前にも井原先生の御質問にお答えしたことがあるかと思いますけれども、

神戸事件の問題からこの問題が特に急速に広がってきたように思うわけで

ございます。

子供たちに一体今何が起こっているのかと、いつ、どの子が何をするの

かという不安、あるいは教職員の中には、親の考えや行動も理解できない

というふうな意見もございます。このことは、私は教育哲学的に考えるな

らば大きな課題であろうと思いますけれども、ルソーが言っていたと思い

ますが、人間の知識の中で最も有用でありながら最も進んでいないものは

人間に関するように思われる、という言葉があったと思います。

それはそれとしまして、今子供たちに何が起こっているのかということ

を裏返せば、私は大人社会に何が起こっているのかというふうに気づく必

要があると思います。そういう意味では、学校、家庭、地域、すべてが社

会のあり方、あるいはまた教育のあり方を一人一人の大人が責任を感じな

がら、青少年の健全育成に協力していただきたいということが願いでござ

います。そういった意味におきまして、各単位ＰＴＡ等でつくられており
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ます生活指導委員会等、地域の教育力をぜひとも結集をして協力していた

だきたい。そういったことでは教育委員会としては改めて検討もし、協力

を求めてまいりたいというふうに考えておりますので、御理解を賜りたい

と思います。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 石野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（石野喜彦君） コンピューター教育についてお

答え申し上げます。

３点にわたってお尋ねがあったと思いますが、最初は現在の台数でござ

います。それにかかわっての教育委員会の考え方について申し上げます。

文部省の新整備計画、これは平成６年度から１１年度末までに小学校で

２０台、２人に１台、中学校で４０台、１人に１台というものでございま

す。情報化が進む現在、学校における情報教育が不可欠なものとして、文

部省が整備水準を示したものでございます。この後の動きは、２００３年

学校週５日制完全実施、これに合わせて学習指導要領の改正が行われます。

その改正では、整備水準が達成されたものとして、小学校にコンピュータ

ー教育が必修として組み込まれる予定でございます。

そういった日程をにらんで泉南市教育委員会もコンピューターの整備に

努めておりますけれども、現在まで小学校で２台から５台、中学校で２５

台から２８台、これは１校当たりですけれども、学校の規模によってちょ

っと違いがあると。こういったことで、現時点では文部省整備水準とは隔

たりがあるのが現状でございます。新学習指導要領の実施の段階までには、

少なくとも授業が実施できる台数、どの学校にも整備していきたいと存じ

ております。

次に、現在設置のコンピューター本体の機能についてということでござ

います。それぞれ設置年度によって機能が違いますので、本年度、平成９

年度に設置した小学校２２台、中学校１１台について、これの機能につい

て申し上げますと、ＣＰＵ２００メガヘルツ、ハードディスクが２ギガバ

イト、メモリーが３２メガバイトと、こういったふうになってございます。

２点目のハードの急激な進化にどう対応するかということでございます

けれども、今まで設置の分については、買い取り方式でございました。今

後はリース方式で設置していくということで、このことについては対応し
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ていきたいというふうに思っております。

最後、３点目でございます。コンピューター教育の問題点、課題でござ

いますけれども、その１つ目は、先ほども申し上げたハードウエアの整備

でございます。２点目としまして、ソフトウエアの整備でございます。特

に中学校は平成３年度からコンピューターの設置に伴いまして、ソフトウ

エア整備をしてきておりますから、ある程度そろっておるんですけれども、

小学校はハードウエアも昨年度からでございましたので、特に小学校のソ

フトウエアは未整備でございますので、課題になってございます。

３点目として、教員のコンピューター活用能力の向上、こういったこと

も課題になってございます。今、小学校の３０％、中学校の５１％の教

員がコンピューターを操作できると。あとできませんので、そういったこ

とも課題でございます。

４点目の課題は、インターネットを利用した教育の研究と、こういった

ことが課題でございますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 山内教育総務部長。

○教育総務部長（山内 洋君） 私の方から、教育、文化に関する御質問のう

ち、古代文化シンポジウムについてお答えをさせていただきたいと思いま

す。

昨今、魏の皇帝が卑弥呼に送った明鏡１００枚でないかというような鏡

の発見とか、また科学技術的な先端を行く方法によりましてキトラ古墳の

星宿図の発見とか、大変な古代史ブームになっておりますが、その時期に

なぜ「歴史の華ひらく泉南シンポジウム」、これを中止をするのかという

ことでございますが、これにつきましては、昭和６２年に海会寺跡が国の

史跡に指定されまして、翌年度から毎年１１月の文化の日前後にシンポジ

ウムを開催いたしまして、専門的な学者による学術的な発表、これと歴史

にロマンを求める人たちとの結びつきというんですか、これによって文化

財の保存、また活用を図っていくという形で過去１０回やってきておるわ

けでございまして、所期の目的はもう達したんではないかなと考えておる

ところでございます。

いろんな事業をやりたいわけでございますけども、いつまでも古代史だ

けというわけにもいかない面もございまして、泉南市は、先ほど御質問に
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ありましたように江戸時代の貴重な建築物である山田家の住宅とかもござ

いますし、幅広い文化財がございますので、これらにも目を向ける必要が

あるというふうに考えておるところでございます。

また、子供たちにも文化財の大切さというものを認識していただかんと

いかんと思っておりますので、年代層も少し変えた形で、平成１０年度に

つきましては子供たちに古代史を学ぶきっかけをつくるという形の催し物

も検討しております。また、地域の歴史に根差したシンポジウムというよ

りも、セミナー的な講座の開設も行いたいと思っております。

それと、公民館事業といたしましても、郷土史の講座の開設、これも予

定しておるところでございます。また、新たな展開を求めて平成１０年度

から歴史に関する学術的な発表も含めた講座の開設等の展開をしていきた

いというふうに考えておるところでございます。

○議長（巴里英一君） 他に答弁漏れございませんか。 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 後ろから再質問さしていただきます。

簡単で結構なんですけれども、コンピューター教育の後からのソフトウ

エアとハードウエアの一応ふやしていく形ですよね。これはやられてるん

ですよね。

それと、あとインターネット関係、いろいろ問題もあると思うんですけ

れども、例えば各中学校、小学校間のＬＡＮ的なシステムを引いて、相互

にＥメールを送るとか、あるいは各他市とのＥメールを交換するとか、そ

ういう形はやってらっしゃるのか。

それと、基本的に例えばワープロ機能とか、あるいは表計算とか、いろ

いろあると思うんですけれども、主にどの辺の部分が中心課題となってる

のか、ちょっとわからないので、その点だけわかっておる範囲で教えてい

ただけたらなと思います。わからなければ結構です。

○議長（巴里英一君） 石野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（石野喜彦君） まず、インターネットでござい

ますが、平成１０年度から中学校においてインターネットに接続をして始

めていきたいと、こういうことでございますので、今のところ平成１０年

度からということでございます。

あとの部分でございますが、中学校で技術家庭科で情報教育の部分で中

心に使っておるということで、お尋ねの詳しいことについてはちょっとわ
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かりません。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） そしたら順序どおり質問させていただきます。

環境保全にかかわる基礎調査等について市長の御明言がございましたの

で、それは今後ともよろしくお願いしたいということでございますが、ふ

れあい自然塾の基本設計を見たらちょっと気になったんですけれども、例

えばビオトープと書かれてるわけですね。ビオトープというのは、本来、

破壊された自然を復元するということが基本的なビオトープの考え方なん

で、その森林を伐採することはないというふうに御発言ございましたけれ

ども、それでビオトープをつくるというふうな基本的な考え方についてお

かしいんじゃないかなと思う点ですね。

それと、先ほど申しましたようにオオサンショウウオとかホタルとか、

堀河ダム上流の、市長もおっしゃられたことですけれども、その保全等に

ついては、環境庁がやるわけですけれども、具体的事業は大阪府ですね。

ただ、泉南市としてもその辺の基礎調査をやっていただければ結構なんで

すけれども、その辺泉南市の独自調査と判断で、ある程度そういう施工の

計画に参与していくという形がやっぱり必要かなと思うんですよ。その点

ちょっとお聞かせ願いたい。ビオトープについてはちょっといいですけれ

ども。

○議長（巴里英一君） 中谷事業部長。

○事業部長（中谷 弘君） まず、具体的にはっきりと場所まで言って、この

ビオトープをどこでやるかというとこまではまだ話はやっておらないんで

すけども、これは当然堀河川の河川沿い、湿地的なところですね。堀河ダ

ムの一番上流にも湿地帯がございますけれども、それと今回計画しており

ます農業体験エリアの上流部ですね。そこも山ではなしに湿地帯の現在あ

る部分についての保全という形だというふうに聞いておるんですけども、

ちょっと具体的な部分についてはまだ詳しくは説明を受けておりませんの

で、また情報が入りましたらお知らせをさしていただきたいというふうに

思います。

それと、今回の運営とか、どういう事業をやっていくかということにな

りましても、当然地元の権利者関係、森林組合とか林野組合とか、地元の
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そこへお住まいの方々等、代表に入っていただいた中で、事業部会等を組

織いたしまして、その中に市も入りますんで、当然その辺の議論というの

はあると思いますんで、その中では意見は言っていけるというふうには考

えております。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 嘱託問題でございますが、基本的に一言で言います

と、試験を含めて採用の透明性を確保するということですね。これを確実

にやっていただきたい。透明性をいかに確保するかということは、行政の

使命であると思います。その点について御答弁、もう少し明確にお願いい

たしたい。

○議長（巴里英一君） 細野市長公室長。

○市長公室長（細野圭一君） 先ほど御答弁させていただきましたように、こ

の問題は従前から各職種によりまして継続的な問題とかいろいろとござい

まして、現在それぞれの課題について整理しつつあるという状況が１つご

ざいます。そういう中で今回、特に公民館の嘱託につきましても公募とい

うような形を先駆的にやらしていただいてございますが、それを踏まえま

して、今後具体的に取り組んでまいりたいと思ってるところでございます。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 透明性の確保をぜひとも今後とも強力に進めていた

だきたいということで、お願いいたします。

保育所の問題は、再三発言さしていただいておるわけですけれども、谷

部長からの説明ございましたけれども、私設の保育所とか比べると人件費

が過大であると。それに対する納得ある説明にはならないというふうに思

うわけですけれども、その点、合理的にいかがでしょうか。

○議長（巴里英一君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 先ほど私が答弁さしていただ

きましたのは、特に保育所の職員がどういった体制にあるかということを

中心にお話しさしていただきました。そして、我々といたしましては、こ

の保育所につきましては、特に職員につきましては、ある程度措置児童数、

児童数の入ってくる数によりまして職員を決めているというところもござ

います。そういったことも我々考慮しまして今現在職員を配置してるとこ
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ろでございますので、その人件費の増と、あるいは人件費の総額と、それ

と職員の数といいますのは、そういった基準で我々保育所につきましては

職員を配置しておりますので、現在のところ人件費が、ちょっと額の方は

私もつかんでおりませんけども、そういった形で人件費が出ているという

ことで御理解をお願いしたいと思います。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） それと、窓口手当のことを言わしていただきました

けれども、含めて特別手当ですね。それは旧来、一言で言ったら権利の闘

争といいますか、そこで確保された権利ということになると思うんですけ

れども、市民から見たらそれがどう映ってるかということで、基本的に公

務員は一応公務員法で定められた形で市民に仕えるということで、全体者

に仕えるということでございますから、それと権利との兼ね合いというの

は非常に難しいとは思いますけれども、基本的に市役所の運営というのは

市民あっての市役所でございますから、そういう観点から特別手当とかそ

の辺について具体的に今後どのように検討されていくのかですね。提案さ

していただいてからもう数年が過ぎ去っておりますので、もう少し明確に

どのような時期にどのような形で行うのかということを示していただきた

い。

○議長（巴里英一君） 細野市長公室長。

○市長公室長（細野圭一君） 特殊勤務手当についての今後の対応ということ

になるんでございますが、確かに本市におきましては、国とは基準と申し

ますか、それとはそぐわないと申しますか、一般的なものとはみ出してる

ようなものですね、その部分は若干あるということは事実でございます。

その中止的な作業は行ってきてございます。今後、その内容等につきまし

て、特に今の状況にそぐわないというものを含めまして、関係機関とも協

議さしていただいて、できるだけ市民が納得するような形の対応に努力し

てまいりたいと思っております。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 重ね重ね全体の奉仕者であるという、この命題で判

断していただきたいというふうに思います。

それで、私もいろいろ干潟の保全をしておりまして、土・日は行楽客が

山のように来まして干潟が踏み荒らされると。資格がないということで、
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注意してもなかなか注意できないと。どういう資格があるのかといろいろ

検討は重ねてまいっておるわけですけれども、市当局としてどのような資

格の委員があるのかということをお示し願いたいと。農林水産課の方から

お示し願いたいと思います。

○議長（巴里英一君） 中谷事業部長。

○事業部長（中谷 弘君） これは、所管は大阪府の農林水産部でございます

けれども、その中で大阪府の自然環境保全指導員とか森林保全員という人

を委嘱いたしまして、その人たちがそういう任に当たると。主にはこの自

然環境保全員というのは、現在山手側がメーンだと思いますけれども、そ

ういう制度は大阪府の方でございます。現在、泉南市では３名が大阪府の

自然環境保全指導員ということで委嘱をされておるということでございま

す。それと、大阪府の森林保全員につきましては、４名が委嘱をされてお

ります。

以上でございます。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 自然環境保全指導員、森林保全員というのは、泉南

市の方が何人かなられてるということだと思うのですけれども、その方々

は、あくまで府の任命でございますけれども、泉南市との協力関係とかい

うのはございますのでしょうか。

それと、あと鳥獣保護員というのがあると思うんですね。それについて

は泉南市では該当者がいないのかどうかも、ちょっと確認できればお示し

願いたいと思います。

○議長（巴里英一君） 中谷事業部長。

○事業部長（中谷 弘君） 自然環境保全員の仕事でございますけれども、巡

視ですね。１カ月に２日間の巡視ということと、大阪府に対する報告でご

ざいます。この人たちを任命するについては、大阪府が任命するわけでご

ざいますけれども、地域別配分基準に基づいてということで、現在市町村

長が推薦をして、大阪府知事が委嘱してるということでございますので、

現在自然環境保全員につきましては３名ということでございます。

それと、鳥獣保護員でございますけれども、泉州地域で７名の方が委嘱

されておりますけれども、泉南市の方は入っておられないということでご

ざいます。
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○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 私どもの男里川干潟を守る会では、２人ほど資格を

持ってらっしゃいまして、環境庁の鳥獣標識調査員というのと自然公園指

導員というのがございます。男里川に網を張って鳥を捕まえて調査し、ま

た環をつけて返すということ、そういう作業をやられてるんですけれども、

残念ながらうちでは２人しかそういう委員の方がいらっしゃいませんので、

腕章とかがつかないと、コピーをつけようかというふうな話もうちではや

ってるんですけども、それは不法でございますから、違法行為であります

からできませんので、その辺何か案がございますればお示し願いたいと思

います。なければ結構です。

○議長（巴里英一君） 中谷事業部長。

○事業部長（中谷 弘君） 先ほど御答弁いたしましたように、現在大阪府で

は男里川の干潟につきまして、鳥獣保護区ということで指定を検討してる

ということもございますので、現在泉州地域で７名でございますけども、

泉南市の方がおられないということもありまして、この近辺でもそういう

人に委嘱できるかどうかということも含めて、大阪府に一遍問い合わせを

さしていただきたいなというふうに思いますし、もし可能ならばその辺の

人の委嘱もお願いをしたいというふうに考えておりますので、御理解をお

願いしたいと思います。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 鳥獣保護区については、昨今承っておりますので、

それは実施されると思いますけれども、問題は環境保全区域に指定するか

どうかということで、できたら市長の方も前向きに対応していただければ

ありがたいんですけれども、その辺いかがでございましょうか。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 趣旨はよくわかるわけなんです。我々もそういうふう

にお願いをしてきておるわけなんですが、制度上、ちょっと公有地といい

ますか無番地といいますか、そういうところがありますので、技術的な面

でそれをどうクリアできるかという問題がありますので、今後とも大阪府

の方と十分協議をして、あれだけの価値のある地域だというふうに思いま

すので、何か良策がないかどうかというのは、私も含めてお願いをしてい

きたいというふうに思っております。
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○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 酸性雨も中国の市場経済化の結果でかなり日本に飛

来して、日本の森林が危ないというのは、私も何年前から指摘さしていた

だいてるんですけれども、同時に中国の沿岸地域がやっぱり日本と同じよ

うに干潟がどんどん崩壊していってる。だから、北から南へ、あるい南か

ら北へ渡る鳥がほとんど居場所がなくなって、ここ数年間でも半減してき

てるという症状がございまして、なかなか中国へ行けない、だから日本に

渡る、日本もなかなか干潟が減ってきているということで、特にあんな小

さな男里川の干潟でもたくさんの野鳥が飛来するという構造がありまして、

全般的な地球危機の時代にぜひとも市長に御努力いただきたいと思います。

御要望をお願いいたします。

それで、ダイオキシンの問題ですけども、考えておきますとおっしゃら

れましたんですが、私も大分前から言っておりまして、私この点について

は自分も自己批判しなきゃならないなと思っておりますのは、二、三年前

にダイオキシンの野焼きの問題における発生を非常に危機だと思いまして、

質問さしていただきまして、結局ないということで、ダイオキシンの調査

は何千万もかかるというのがわかっておりましたんで、ないという答弁で

そのまま退いてしまったんですけれども、それから全国でほかの市会議員

がかなり細かなダイオキシンの調査をやりまして、それがＮＨＫに報道さ

れて全国的に広がったということがあります。

私は、そのとき徹底的にやれなかったのは、議員として非常に問題があ

るなというふうに思っておりますが、行政当局もないというふうに私はお

っしゃったように記憶しております。昨年も進言いたしましたし、清掃事

務組合の問題ではありますが、理事者が市長であられると思いますので、

当然泉南市も責任はあると考えております。検討とか考えるとかじゃなく

て、今まさにしなければならない。雨が降ったら土中に浸透していきます

し、周辺の地域における被害というのは、やっぱり見えない形で起こって

いるんじゃないかと。

この間の新聞でも報道されましたけれども、環境ホルモンによる雌化で

すね。これはドイツの方、ヨーロッパでかなり先進的に研究されて、やっ

と日本の研究結果が出てきたということで、ほとんど人間の精子の数が、

今の若者の精子の数が極端に減少していると。生殖機能が極端に低下して
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いる。湾岸の貝類なんかは、ほとんど８割が雌であるという形で現在進行

しております。

だから私が申し上げたいことは、ダイオキシンの問題でもやっぱり先進

的にやっていくという態度を行政当局はとっていただきたい。周りから言

われて、報道されて、やっと重い腰を上げるんじゃなくして、私らも提言

さしていただいておりますから、その点、前向きに受け取っていただきた

い。特にダイオキシンのこの場合の土中調査は、今すぐにでも即刻やって

いただかなきゃ困ります。この辺の答弁をお願いいたします。

○議長（巴里英一君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 土壌調査の方は、清掃事務組合敷地以外といいますか、

今回市役所周辺でそういう大きな数値が出ましたから、その土壌調査は既

に予算化ですね、一応１０年度予算を市の方で計上さしていただいており

ます。

清掃事務組合敷地内についても必要じゃないかという御意見は、先般の

清掃事務組合議会でも出まして、お答え申し上げたのは、清掃事務組合で

⒉３ナノグラムというのが出てるわけなんですが、この２月１４日に今年

度の大気と、それから今度初めてやる灰ですね。灰の調査も今年度初めて

やるんですが、それをやっております。

ただ、結果が出ますのはちょっと時間がかかりますので、まずその結果

を見て、去年が⒉３、ことしはどのぐらいなのか。その間にペットボトル

の分別やってるという状況を踏まえて、ひとつ傾向をつかみたいと。それ

によって、御指摘ありましたように敷地内の土壌の問題ということですね。

これについて、その結果の判断を見た中で一定の判断をしたいというふう

に御答弁を申し上げておるわけでございます。したがって、２月１４日に

やっておるので、もうちょっと時間をいただいて、まずその結果を確認を

したいなというふうに考えてるところでございます。

○議長（巴里英一君） 北出君。

○２５番（北出寧啓君） 現業職の方の安全がやっぱり今一番大変かなと思い

ますので、我々周辺住民ですけれども、現業で働いてる方の影響というの

はかなり甚大ではないかなと恐れておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

以上で終わります。

－２６３－



○議長（巴里英一君） 以上で北出議員の質問を終結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いたしておりませんが、本日

の会議はこの程度にとどめ延会とし、明１２日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（巴里英一君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこの程

度にとどめ延会とし、明１２日午前１０時から本会議を継続開議とするこ

とに決しました。

本日は、これをもって延会といたします。御苦労さまでございました。

午後４時３１分 延会

（了）

－２６４－



署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 巴 里 英 一

大阪府泉南市議会議員 東 重 弘

大阪府泉南市議会議員 奥和田 好 吉

－２６５－


